
【表紙】 

【提出書類】 半期報告書 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成19年12月19日 

【中間会計期間】 第７期中（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

【会社名】 田辺三菱製薬株式会社 （旧社名 三菱ウェルファーマ株式会社） 

【英訳名】 Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation 

  （旧英訳名 Mitsubishi Pharma Corporation）  

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  葉 山 夏 樹 

【本店の所在の場所】 大阪市中央区道修町三丁目２番10号 

【電話番号】 06(6205)5555番 

【事務連絡者氏名】 経理財務部長  小 酒 井 健 吉 

【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区道修町三丁目２番10号 

【電話番号】 06(6205)5555番 

【事務連絡者氏名】 経理財務部長  小 酒 井 健 吉 

【縦覧に供する場所】 田辺三菱製薬株式会社 東京本社 

（東京都中央区日本橋本町二丁目２番６号） 

株式会社大阪証券取引所 

（大阪市中央区北浜一丁目８番16号） 

株式会社東京証券取引所  

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）  

  

（注）当社は、平成19年10月１日に田辺製薬株式会社と合併し（存続会社

は田辺製薬株式会社）、会社名を「田辺三菱製薬株式会社」、英訳名を

「Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation」に変更しております。  



第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

 （注）１ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、潜在株式がないため、記載しておりません。 

３ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計

基準適用指針第８号）を適用しております。 

回次 第５期中 第６期中 第７期中 第５期 第６期 

会計期間 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成17年 
９月30日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成18年 
９月30日 

自 平成19年 
４月１日 

至 平成19年 
９月30日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成18年 
３月31日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成19年 
３月31日 

売上高 （百万円） 118,571 112,207 113,941 236,207 227,517 

経常利益 （百万円） 18,567 20,245 20,976 36,020 39,307 

中間（当期）純利益 （百万円） 10,680 13,612 10,418 20,699 24,305 

純資産額 （百万円） 215,567 247,482 260,488 231,541 253,242 

総資産額 （百万円） 296,409 310,724 331,119 307,052 323,364 

１株当たり純資産額 （円） 476.46 518.32 539.56 505.01 531.95 

１株当たり中間(当期)

純利益 
（円） 23.60 29.69 22.73 45.39 53.02 

潜在株式調整後１株当

たり中間(当期)純利益 
（円） － － － － － 

自己資本比率 （％） 72.7 76.5 74.7 75.4 75.4 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円） 20,253 13,609 9,638 37,029 28,072 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円） △3,687 5,730 △5,606 △9,872 4,357 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
（百万円） △3,096 △7,711 △2,750 △7,812 △11,239 

現金及び現金同等物の

中間期末（期末）残高 
（百万円） 57,810 75,515 88,119 63,812 85,182 

従業員数 （名） 5,995 5,963 6,075 5,902 5,907 



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 「１株当たり純資産額」、「１株当たり中間（当期）純利益」及び「潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益」については、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。 

３ 平成18年３月期の１株当たり配当額のうち期末配当額並びに平成18年９月中間期、平成19年３月期及び平成

19年９月中間期の１株当たり配当額については、完全親会社である株式会社三菱ケミカルホールディングス

に対する配当金の総額を１株当たりに換算したものであります。なお、平成18年３月期の１株当たり配当額

のうち期末配当額には特別配当金9.81円を含んでおります。また、平成19年９月中間期の１株当たり配当額

には中間配当見合い額としての配当金7.68円を含んでおります。 

４ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計

基準適用指針第８号）を適用しております。 

  

回次 第５期中 第６期中 第７期中 第５期 第６期 

会計期間 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成17年 
９月30日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成18年 
９月30日 

自 平成19年 
４月１日 

至 平成19年 
９月30日 

自 平成17年 
４月１日 

至 平成18年 
３月31日 

自 平成18年 
４月１日 

至 平成19年 
３月31日 

売上高 （百万円） 100,485 91,956 94,120 196,818 184,173 

経常利益 （百万円） 17,426 18,059 19,675 31,448 33,851 

中間（当期）純利益 （百万円） 11,211 12,741 11,451 19,921 21,605 

資本金 （百万円） 30,560 30,560 5,738 30,560 30,560 

発行済株式総数 （株） 458,434,883 458,434,883 458,434,883 458,434,883 458,434,883 

純資産額 （百万円） 210,751 230,154 238,158 224,929 234,216 

総資産額 （百万円） 271,055 287,174 298,371 279,347 295,010 

１株当たり配当額 （円） 5.00 7.61 14.22 20.44 14.15 

自己資本比率 （％） 77.8 80.1 79.8 80.5 79.4 

従業員数 （名） 3,652 3,552 3,426 3,575 3,488 



２【事業の内容】 

(1）重要な事業内容の変更 

 当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる事業の内容に重要な変更

はありません。 

 なお、当社は田辺製薬株式会社との合併に伴い、事業区分について統一を図るため、当中間連結会計期間より全

体の事業区分を「医薬品事業」、「化成品事業」、「その他事業」の３区分から「医薬品事業」、「その他事業」

の２区分に変更し、化成品を「その他事業」に含めております。また同時に、前連結会計年度まで「化成品事業」

に含めておりました医薬原体につきましては、当社グループの事業内容をより適切に反映させるために、「医薬品

事業」に含めることといたしました。 

 これに伴い、㈱エーピーアイ コーポレーションの主要な事業の内容を「化成品事業」から「医薬品事業」に変

更し、また、アルケマ吉富㈱については「化成品事業」から「その他事業」に変更しております。 

(2）主要な関係会社の異動 

該当事項はありません。 

３【関係会社の状況】 

 当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに当社の連結子会社となっております。 

（医薬品事業） 

 前連結会計年度まで持分法適用非連結子会社であった以下の４社について、重要性が増したことにより当中間連

結会計期間より連結子会社としております。 

 （注）１ 主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

    ２ 「議決権の所有（又は被所有）割合」欄の（内書）は間接所有であります。 

（その他事業） 

前連結会計年度まで持分法適用非連結子会社であった不二興産㈱について、重要性が増したことにより当中間連

結会計期間より連結子会社としております。  

 （注）１ 主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。  

    ２ 「議決権の所有（又は被所有）割合」欄の（内書）は間接所有であります。 

名称 住所 
資本金 
又は 
出資金 

主要な事業
の内容 

議決権の
所有（又
は被所
有）割合 
（％） 

関係内容 

（連結子会社）           

三菱ファーマ 

アメリカ 

米国 

ニュージャージー 

US＄ 

100 
医薬品事業 100.0 

当社が開発品の治験管理等を委託してお

ります。 

三菱ファーマ 

ヨーロッパ 

英国 

ロンドン  

￡ 

 4,632千 
医薬品事業 100.0 

当社が開発品の治験管理等を委託してお

ります。 

当社が医薬品原料を供給しております。

三菱ファーマ ドイツ 
独国 

デュッセルドルフ 

EUR 

25千 
医薬品事業 

100.0 

(100.0)
――― 

三菱製薬研発(北京) 

有限公司 

中国 

北京 

US＄ 

1,000千 
医薬品事業 100.0 

当社が開発品の治験管理等を委託してお

ります。 

名称 住所 

資本金 
又は 
出資金 
（百万
円） 

主要な事業
の内容 

議決権の
所有（又
は被所
有）割合 
（％） 

関係内容 

（連結子会社）           

不二興産㈱ 
北九州市 

小倉北区 
10 その他事業 

97.4 

(57.4)
――― 



４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

（注）１ 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出

向者を含む就業人員であります。 

   ２ 当社は田辺製薬株式会社との合併に伴い、事業区分について統一を図るため、当中間連結会計期間より全体

の事業区分を「医薬品事業」、「化成品事業」、「その他事業」の３区分から「医薬品事業」、「その他事

業」の２区分に変更し、化成品を「その他事業」に含めております。また同時に、前連結会計年度まで「化

成品事業」に含めておりました医薬原体につきましては、当社グループの事業内容をより適切に反映させる

ために、「医薬品事業」に含めることといたしました。 

(2）提出会社の状況 

 （注） 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。 

(3）労働組合の状況 

 平成19年９月30日現在の上記従業員数に含まれる三菱ウェルファーマユニオン組合員数は1,839名で、組合との

関係について特記すべき事項はありません。 

  平成19年９月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（名） 

医薬品事業 5,707 

その他事業 368 

合計 6,075 

  平成19年９月30日現在

従業員数（名） 3,426 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

当中間連結会計期間の医薬品業界は、ＤＰＣの影響や後発品の普及促進など医療費抑制策の基調は変わら

ず、引き続き厳しい経営環境下に推移いたしました。 

 このような状況の中で、当社と田辺製薬株式会社は、グローバル新薬の創製と新たな事業機会への挑戦に向

けて、平成19年10月１日に合併し、田辺三菱製薬株式会社として発足いたしました。 

当中間連結会計期間の売上高は、主力医薬品の堅調により1,139億円、前中間連結会計期間に比べ17億円

（1.5％）の増収となりました。 

増収効果などで販売管理費の増加を吸収した結果、営業利益は212億円、前中間連結会計期間に比べ７億円

（3.5％）の増益を確保いたしました。 

営業外損益は横ばいとなりましたが、上記営業利益の向上により経常利益は209億円、前中間連結会計期間

に比べ７億円（3.6％）の増益となりました。 

特別損益では、合併関連費用16億円や工場閉鎖損失13億円などを特別損失に計上いたしました。 

以上の結果、中間純利益は104億円、前中間連結会計期間との比較では経常利益は増加いたしましたが、特

別利益の減少に加え、特別損失が大幅に増加したことなどにより、31億円（△23.5％）の減益となりました。 

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

（以下のセグメント別売上高は、各セグメントの外部顧客に対する売上高を表しております。営業利益には、

セグメント間の内部利益を含めております。） 

なお、当社は合併に伴い、事業区分の方法について統一を図るため、当中間連結会計期間より全体の事業区

分を「医薬品事業」、「化成品事業」、「その他事業」の３区分から「医薬品事業」、「その他事業」の２区

分に変更し、化成品を「その他事業」に含めております。また同時に、前連結会計年度まで「化成品事業」に

含めておりました医薬原体につきましては、当社グループの事業内容をより適切に反映させるために、「医薬

品事業」に含めることといたしました。 

（医薬品） 

抗血小板剤「アンプラーグ」や脳保護薬「ラジカット注」など主力医薬品が堅調だったことや上記事業区分

の変更（66億円）などにより、売上高は1,053億円、前中間連結会計期間に比べ93億円（9.8％）の増収となり

ました。 

増収効果などで研究開発費などの販売管理費の増加を吸収した結果、営業利益は203億円、前中間連結会計

期間に比べ９億円（5.1％）の増益となりました。 

（その他） 

  売上高 営業利益 経常利益 中間純利益 
１株当たり 
中間純利益 

前中間連結会計期間 1,122億円 205億円 202億円 136億円 29.69円 

当中間連結会計期間 1,139億円 212億円 209億円 104億円 22.73円 

増減率 1.5％ 3.5％ 3.6％ △23.5％ △23.4％ 

    売上高 営業利益   

  
前中間連結 
会計期間 

当中間連結 
会計期間 

増減額 
前中間連結 
会計期間 

当中間連結 
会計期間 

増減額 

医薬品 959億円 1,053億円 93億円 193億円 203億円 9億円 

化成品 160億円 － △160億円 7億円 － △7億円 

その他 2億円 85億円 83億円 3億円 8億円 4億円 

計 1,122億円 1,139億円 17億円 205億円 212億円 7億円 



化成品はほぼ横ばいとなりましたが、事業区分の変更の影響などにより売上高は85億円、前中間連結会計期

間の「化成品事業」と「その他事業」の合算に比べ76億円（△47.1％）の減収となりました。 

営業利益は８億円、同２億円（△24.2％）の減益となりました。 

(2）キャッシュ・フローの状況 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは96億円の収入、前中間連結会計期間に比べ39億

円の収入減となりました。これは売上債権が減少いたしましたが、税金等調整前中間純利益の減少に加え、仕

入債務が減少したことなどによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは56億円の支出、前中間連結会計期間の57億円の

収入に比べ113億円の減少となりました。これは親会社株式の売却による収入がなくなったことに加え、有形

固定資産の売却による収入が減少したことなどによるものです。  

なお、当中間連結会計期間の設備投資額（有形固定資産計上ベース）は22億円となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは27億円の支出、前中間連結会計期間に比べ49億

円の支出減となりました。これは当中間連結会計期間に少数株主の株式払込による収入が発生したことなどに

よるものです。 

以上の結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は881億円となり、前連結会計年度末に比べ29億

円増加いたしました。 

  前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 増減額 

現金及び現金同等物の期首残高 638億円 851億円 － 

営業活動によるキャッシュ・フロー 136億円 96億円 △39億円 

投資活動によるキャッシュ・フロー 57億円 △56億円 △113億円 

財務活動によるキャッシュ・フロー △77億円 △27億円 49億円 

その他の現金及び現金同等物増減 0億円 16億円 15億円 

現金及び現金同等物の中間期末残高 755億円 881億円 － 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当中間連結会計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１ 金額は消費税等抜きの正味販売価格によっております。 

２ 上記の金額は、セグメント間取引の相殺消去後の数値であります。 

３ 当社は田辺製薬株式会社との合併に伴い、事業区分について統一を図るため、当中間連結会計期間より全体

の事業区分を「医薬品事業」、「化成品事業」、「その他事業」の３区分から「医薬品事業」、「その他事

業」の２区分に変更し、化成品を「その他事業」に含めております。また同時に、前連結会計年度まで「化

成品事業」に含めておりました医薬原体につきましては、当社グループの事業内容をより適切に反映させる

ために、「医薬品事業」に含めることといたしました。なお、上記の前年同期比欄は、前中間連結会計期間

の数値につきましても同様に事業区分を変更したベースで算出しております。 

(2）商品の仕入実績 

 当中間連結会計期間の商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１ 金額は消費税等抜きの実際仕入額によっております。 

２ 上記の金額は、セグメント間取引の相殺消去後の数値であります。 

３ 当社は田辺製薬株式会社との合併に伴い、事業区分について統一を図るため、当中間連結会計期間より全体

の事業区分を「医薬品事業」、「化成品事業」、「その他事業」の３区分から「医薬品事業」、「その他事

業」の２区分に変更し、化成品を「その他事業」に含めております。また同時に、前連結会計年度まで「化

成品事業」に含めておりました医薬原体につきましては、当社グループの事業内容をより適切に反映させる

ために、「医薬品事業」に含めることといたしました。なお、上記の前年同期比欄は、前中間連結会計期間

の数値につきましても同様に事業区分を変更したベースで算出しております。 

事業の種類別セグメントの名称 生産高（百万円） 前年同期比（％） 

医薬品事業     

神経系用医薬品 25,155 ＋1.2 

循環器官用医薬品 11,112 ＋0.3 

呼吸器官用医薬品 4,996 △30.5 

消化器官用医薬品 11,156 ＋1.8 

代謝性医薬品 10,726 △12.4 

生物学的製剤 12,149 △25.7 

その他の医薬品 11,275 △9.9 

小計 86,569 △9.0 

その他事業 4,430 △23.6 

合計 90,999 △9.9 

事業の種類別セグメントの名称 仕入高（百万円） 前年同期比（％） 

医薬品事業     

神経系用医薬品 3,642 ＋17.6 

循環器官用医薬品 316 ＋39.2 

呼吸器官用医薬品 83 ＋59.6 

消化器官用医薬品 87 △2.2 

代謝性医薬品 987 △12.3 

生物学的製剤 14  ＋7.7 

その他の医薬品 1,034 △30.6 

小計 6,163  ＋1.2 

その他事業 2,193 △24.5 

合計 8,356 △7.1 



(3）受注状況 

 当グループ製品のほとんどは販売計画に基づいた生産であり、受注状況の記載を省略しております。 

(4）販売実績 

 当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１ 金額は消費税等抜きの正味販売価格によっております。 

２ 上記の金額は、セグメント間取引の相殺消去後の数値であります。 

３ 当社は田辺製薬株式会社との合併に伴い、事業区分について統一を図るため、当中間連結会計期間より全体

の事業区分を「医薬品事業」、「化成品事業」、「その他事業」の３区分から「医薬品事業」、「その他事

業」の２区分に変更し、化成品を「その他事業」に含めております。また同時に、前連結会計年度まで「化

成品事業」に含めておりました医薬原体につきましては、当社グループの事業内容をより適切に反映させる

ために、「医薬品事業」に含めることといたしました。なお、上記の前年同期比欄は、前中間連結会計期間

の数値につきましても同様に事業区分を変更したベースで算出しております。 

４ 主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称 販売高（百万円） 前年同期比（％） 

医薬品事業     

神経系用医薬品 31,959  ＋2.0 

循環器官用医薬品 13,239  ＋3.5 

呼吸器官用医薬品 5,124 △15.6 

消化器官用医薬品 12,193  ＋7.1 

代謝性医薬品 14,698  ＋6.7 

生物学的製剤 12,997  ＋4.7 

その他の医薬品 15,147 △4.8 

小計 105,357  ＋1.6 

その他事業 8,584 ＋0.7 

合計 113,941  ＋1.5 

相手先 
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％） 

㈱メディセオ・パルタック

ホールディングス 
19,354 17.2 19,107 16.8 

アルフレッサ㈱ 17,794 15.9 17,434 15.3 

㈱スズケン 15,720 14.0 16,081 14.1 



３【対処すべき課題】 

 当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

４【経営上の重要な契約等】 

 田辺製薬株式会社との合併 

 当社は、平成19年４月27日開催の取締役会における決議を経て、同日、田辺製薬株式会社との間で合併契約書を締

結いたしました。当該合併契約書につきましては、田辺製薬株式会社では、平成19年６月26日開催の第103回定時株

主総会において、当社では、平成19年６月22日開催の第６回定時株主総会（書面決議）において承認を得て、平成19

年10月１日付けで合併しております。 

 １ 合併の目的 

 医薬品産業は、高齢化社会の到来による医療ニーズの増大と生命科学に関する技術革新の進展により、今後の日本

経済の成長を支える 重要産業であると位置づけられております。一方、医療財政の逼迫による医療費抑制策の浸透

により、グローバルな競争に劣後する製薬企業は淘汰されていく恐れがあるものと見られております。 

 こうした錯綜する環境見通しのなか、当社は、海外事業展開の強化および三菱化学グループと連携をはかり、診

断・検査技術との融合による個別化医療に貢献する特色ある企業集団の構築を、田辺製薬株式会社は、自社オリジナ

ル品の研究開発の促進および医療ニーズに対応した事業機会・成長機会への挑戦を、それぞれ基本戦略として掲げ推

進しております。 

 当社と田辺製薬株式会社は、創薬力の更なる強化と海外事業展開の加速化をはかるとともに、今後の医療の変化に

積極的に対応して事業機会を追求するという共通の目標を有しております。 

 その実現のためには、事業規模の拡大と経営基盤の強化により、国内トップクラスの製薬企業へのステップアップ

が不可欠であるとの認識で一致し、今般、両社は、グローバル新薬の創製と新たな事業機会への挑戦に向けて、合併

契約書を締結いたしました。 

 ２ 合併の方法および合併契約の要旨 

（１） 合併の方法 

    田辺製薬株式会社を存続会社とし、当社を消滅会社として、吸収合併により合併いたします。 

（２） 合併後の社名（商号） 

     田辺三菱製薬株式会社 

    （英文名 Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation） 

（３） 合併比率 

    当社の普通株式１株に対して、田辺製薬株式会社の普通株式0.69株を割当交付いたします。 

（４） 合併比率の算定方法 

当社および田辺製薬株式会社は、本合併に用いられる合併比率の算定にあたって公平性を期すため、当社は

野村證券株式会社（以下、「野村證券」）を、田辺製薬株式会社はメリルリンチ日本証券株式会社（以下、

「メリルリンチ」）をファイナンシャル・アドバイザーとして任命しそれぞれ合併比率の算定を依頼いたしま

した。 

野村證券は、当社については類似会社比較分析、ＤＣＦ（ディスカウンテッド・キャッシュフロー）分析等

を、田辺製薬株式会社については市場株価分析、類似会社比較分析、ＤＣＦ分析等を行っております。メリル

リンチは、本合併の諸条件等を分析した上で、ＤＣＦ法、類似企業比較分析、類似取引比較分析、市場株価平

均法分析、利益貢献度分析、過去の統合事例分析、希薄化増大化分析などを総合的に勘案して意見表明を行っ

ております。 

当社は、野村證券による合併比率の算定結果を参考に、田辺製薬株式会社は、メリルリンチによる合併比率

の算定結果を参考に、またそれぞれ両社の財務状況や財務予測、両社の株価動向等の要因を勘案し、両社で協

議を重ねた結果、 終的に上記合併比率が妥当であるとの判断に至り合意いたしました。 

（５） 合併により交付する株式の数 

     普通株式316,320,069株 

田辺製薬株式会社は、このうち22,500,000株については、同社の保有する自己株式を充当し、293,820,069株

を新規に発行いたします。 

（６） 合併により増加すべき田辺製薬株式会社の資本金、準備金および剰余金の額 

  ① 資本金 

本合併の直前の当社の資本金の額（当社は９月下旬に資本金および資本準備金を減少させ、その他資本剰余

金に振り替える手続きを行い、合併後の田辺三菱製薬株式会社の資本金は50,000百万円となりました。） 



  ② 資本準備金 

    本合併の直前の当社の資本準備金の額 

  ③ その他資本剰余金 

    会社計算規則第59条第１項第３号ロに掲げる額からハおよびニに掲げる合計額を減じて得た額 

  ④ 利益準備金 

    本合併の直前の当社の利益準備金の額 

  ⑤ その他利益剰余金 

    本合併の直前の当社のその他利益剰余金の額  

（７） 効力発生日 

    平成19年10月１日 

（８） 会社財産の引継 

田辺製薬株式会社は、効力発生日において、当社の資産および負債ならびにこれらに付随する全ての権利義

務を引き継ぐものとします。 

３ 田辺製薬株式会社の概要 

（１） 住所 

     大阪市中央区道修町三丁目２番10号 

（２） 代表者 

     代表取締役社長 葉山 夏樹 

（３） 資本金（平成19年３月31日現在） 

     44,261百万円 

（４） 事業の内容 

     医療用医薬品・一般用医薬品・診断薬・化成品等の製造・販売 

（５） 経営成績（平成18年４月1日から平成19年３月31日まで） 

   （連結） 

     売上高    177,531百万円 

     当期純利益  20,174百万円 

   （単体） 

     売上高    169,930百万円 

     当期純利益  19,399百万円 

（６） 財政状態（平成19年３月31日現在） 

   （連結） 

     資産額    297,087百万円 

     負債額      63,491百万円 

         純資産額   233,595百万円 

   （単体） 

     資産額     291,295百万円 

     負債額      64,509百万円 

     純資産額   226,785百万円 

（７） 従業員数（平成19年３月31日現在） 

      （連結）   4,554名 

   （単体）   3,033名 

 

なお、合併会社は株式会社三菱ケミカルホールディングスの連結子会社であります。 



５【研究開発活動】 

主な事業の種類別セグメントの研究開発活動を示すと、次のとおりであります。  

［医薬品事業］ 

当中間連結会計期間におきましては、平成19年５月にオメプラゾンの「非びらん性胃食道逆流症」の国内承

認を取得いたしました。また、同剤の「ヘリコバクターピロリ２次除菌」の国内承認を８月に取得いたしまし

た。人血清アルブミン（遺伝子組換え）「メドウェイ注」につきましては、10月に承認を取得いたしました。

アンプラーグの小型錠につきましては、８月に国内承認を取得いたしました。ヴェノグロブリンの「重症筋無

力症」の開発につきましては、フェーズⅢのステージに移行し、また、２型糖尿病を対象としたＭＰ-５１３は

順調に開発を進めております。 

海外におきましては、米国において慢性腎臓病「中等度～重度の慢性腎不全患者の末期腎不全への進行遅

延」を対象とした株式会社クレハからの導入品ＭＰ-１４６（フェーズⅢ）、透析患者の高リン血症を対象とし

たコレバイン（フェーズⅢ）、及び糖尿病性神経障害を対象としたＭＣＣ-２５７（フェーズⅡ）など順調に開

発を進めております。 

今後とも当社は、「国際創薬企業」として社会から信頼される企業を目指すと共に、個別化医療への取組み

を展開してまいります。 

当中間連結会計期間の研究開発費の金額は24,111百万円（対売上比率21.2％）であります。 

［その他事業］ 

特に記載すべき事項はありません。 

なお、その他事業における研究開発費については少額のため、医薬品事業に含めております。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

(1）提出会社 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

(2）国内子会社 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

(3）在外子会社 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 前連結会計年度末において計画中又は実施中の重要な設備の新設、除却等はありません。当中間連結会計期間にお

いて、新たに確定した重要な設備の除却等の計画は以下のとおりであります。 

（国内子会社）  

 ㈱エーピーアイ コーポレーションの久寿工場は平成21年３月末を目処に閉鎖が決定したことにより、当中間連結

会計期間において、同工場の以下の設備を一部を除き減損処理（790百万円）しております。 

 (注)１ 帳簿価額のうち「その他」は、有形固定資産その他であり、建設仮勘定は含んでおりません。 

   ２ 提出会社が土地を所有しているため、土地の帳簿価額及び面積を記載しておりません。 

会社名 
事業所名 
（所在地） 

事業の 
種類別 

セグメント
の名称 

設備の内容 

前連結会計年度末の帳簿価額（百万円） 

建物 
及び構築物

機械装置 
及び運搬具

土地 
（面積㎡） 

その他 合計 

㈱エーピーアイ 

コーポレーション 

久寿工場 

(三重県 

四日市市) 

その他事業 化成品の製造 331 477 
－ 

(－)
8 816 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

 （注）当社は、平成19年10月１日付けで田辺製薬株式会社と合併し、消滅会社となったため、提出日現在発行数は 

    記載しておりません。 

  

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

(3）【ライツプランの内容】 

      該当事項はありません。 

  

(4）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 （注）本減資は平成19年６月の定時株主総会決議に基づくものです。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 1,000,000,000 

計 1,000,000,000 

種類 
中間会計期間末現在 
発行数（株） 
（平成19年９月30日） 

提出日現在発行数(株) 
（平成19年12月19日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容 

普通株式 458,434,883 － － 

 権利内容に何ら限定の 

 ない当社における標準 

 となる株式 

計 458,434,883 － － － 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
（株） 

発行済株式 
総数残高 
（株） 

資本金増減額

（百万円） 

資本金残高 

（百万円） 

資本準備金 
増減額 

（百万円） 

資本準備金 
残高 

（百万円） 

平成19年９月30日 － 458,434,883 △24,822 5,738 △70,964 － 



(5）【大株主の状況】 

  

(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

②【自己株式等】 

 該当事項はありません。 

  平成19年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合（％） 

株式会社三菱ケミカルホール

ディングス 
東京都港区芝四丁目14番１号 458,434 100.0 

計 － 458,434 100.0 

  平成19年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） － － － 

完全議決権株式（その他） 
普通株式 

    458,434,000 
458,434 

権利内容に何ら限定のない当社にお

ける標準となる株式 

単元未満株式 
普通株式 

       883 
－ 同上 

発行済株式総数 458,434,883 － － 

総株主の議決権 － 458,434 － 



２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 当社株式は非上場であるため、該当事項はありません。 

３【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書提出後、当半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりであります。 

(1）取締役の状況 

① 退任役員（平成19年９月30日付） 

  当社は平成19年10月１日をもって田辺製薬株式会社と合併し、消滅会社となったため、取締役及び監査役は 

 全員退任となっております。 

（注）上記のうち、小峰健嗣、下宿邦彦、川田俊展、中山清の４名は、平成19年10月１日付けの合併に伴い、同日 

  付けで存続会社である田辺三菱製薬株式会社の取締役に就任しております。 

   また、成松明博、西田孝の２名は同日付けで同社の監査役に就任しております。 

役名 職名 氏名 

代表取締役 
取締役社長 

  小 峰 健 嗣 

代表取締役 

副社長執行役員 
経営戦略部門長 

経営管理部、経理部、 
情報システム部、監査
部、内部統制推進部担当

下 宿 邦 彦 

取締役 
常務執行役員 
保証本部長 

川 田 俊 展 

取締役   秋 山 裕 治 

取締役   山 田 洋 輔 

取締役   中 山   清 

常勤監査役   成 松 明 博 

監査役   岸   隆 康 

監査役   川 西 淳一郎 

監査役   西 田   孝 



第５【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則

に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づいて作成しております。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

作成しております。 

２ 監査証明について 

 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日

まで）及び前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間連結財務諸表及び中間財務諸表、

並びに金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９

月30日まで）及び当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の中間連結財務諸表及び中間財務

諸表について、新日本監査法人の中間監査を受けております。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

    
前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金 ※２   12,981 40,032   13,905 

２ 受取手形及び
売掛金 

※７   70,011 71,468   74,486 

３ たな卸資産     42,464 47,035   43,827 

４ 短期貸付金     63,787 49,425   72,653 

５ 繰延税金資産     14,556 13,563   13,243 

６ その他     2,949 2,059   2,459 

貸倒引当金     △83 △8   △79 

流動資産合計     206,665 66.5 223,574 67.5   220,494 68.2 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※1,2         

(1）建物及び構
築物 

  32,048   29,722 30,925   

(2）機械装置及
び運搬具 

  22,270   19,651 20,727   

(3）土地   14,705   14,638 14,628   

(4）建設仮勘定   802   601 1,123   

(5）その他   4,225 74,050 (23.8) 3,865 68,477 (20.7) 3,848 71,251 (22.0)

２ 無形固定資産     2,349 (0.8) 3,104 (0.9)   2,192 (0.7)

３ 投資その他の
資産 

          

(1）投資有価証
券 

  18,263   13,904 16,508   

(2）繰延税金資
産 

  179   1,120 182   

(3）前払年金費
用 

  6,864   15,008 10,215   

(4）その他 ※2,4 2,379   5,952 2,542   

貸倒引当金   △25 27,660 (8.9) △20 35,964 (10.9) △20 29,427 (9.1)

固定資産合計     104,059 33.5 107,545 32.5   102,870 31.8 

資産合計     310,724 100.0 331,119 100.0   323,364 100.0 

            
 



    
前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１ 支払手形及び
買掛金 

※７   17,730 17,700   19,536 

２ 短期借入金 ※８   6,457 7,477   7,165 

３ 未払法人税等     2,877 6,252   2,720 

４ 未払金 ※７   13,191 10,692   14,466 

５ 賞与引当金     8,082 8,295   8,178 

６ ＨＩＶ訴訟和
解損失引当金 

    1,343 1,343   1,343 

７ その他引当金     1,243 1,831   1,206 

８ その他     3,973 5,510   5,375 

流動負債合計     54,896 17.7 59,100 17.8   59,989 18.6 

Ⅱ 固定負債           

１ 長期借入金     1,976 664   1,320 

２ 繰延税金負債     1,305 3,673   1,345 

３ 退職給付引当
金 

    4,299 4,718   4,608 

４ 役員退職給与
引当金 

    424 28   438 

５ ＨＣＶ訴訟損
失引当金 

    － 2,135   2,092 

６ その他     342 313   330 

固定負債合計     8,346 2.7 11,531 3.5   10,133 3.1 

負債合計     63,242 20.4 70,631 21.3   70,122 21.7 

 



    
前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金     30,560 9.8 5,738 1.8   30,560 9.5 

２ 資本剰余金     70,974 22.8 95,796 28.9   70,974 21.9 

３ 利益剰余金     130,656 42.1 141,757 42.8   137,859 42.6 

株主資本合計     232,190 74.7 243,291 73.5   239,393 74.0 

Ⅱ 評価・換算差額
等 

          

１ その他有価証
券評価差額金 

    6,532 2.1 4,201 1.3   5,210 1.6 

２ 繰延ヘッジ損
益 

    2 0.0 － －   △0 △0.0 

３ 為替換算調整
勘定 

    △1,106 △0.3 △140 △0.1   △738 △0.2 

評価・換算差額
等合計 

    5,428 1.8 4,061 1.2   4,472 1.4 

Ⅲ 少数株主持分     9,864 3.1 13,136 4.0   9,377 2.9 

純資産合計     247,482 79.6 260,488 78.7   253,242 78.3 

負債純資産合計     310,724 100.0 331,119 100.0   323,364 100.0 

            



②【中間連結損益計算書】 

    
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日）

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     112,207 100.0 113,941 100.0   227,517 100.0 

Ⅱ 売上原価     39,179 34.9 38,607 33.9   79,996 35.2 

売上総利益     73,028 65.1 75,334 66.1   147,521 64.8 

Ⅲ 販売費及び一般管
理費 

          

１ 広告宣伝費   985   903 1,946   

２ 販売促進費   3,095   3,576 6,499   

３ 給料及び諸手当   9,080   9,331 22,282   

４ 退職給付費用   776   56 1,546   

５ 賞与引当金繰入
額 

  4,239   4,198 4,276   

６ 役員退職給与引
当金繰入額 

  78   21 92   

７ その他の人件費   2,276   2,203 4,586   

８ 減価償却費   907   870 1,890   

９ 研究開発費   22,186   24,111 47,239   

10 その他   8,830 52,452 46.8 8,774 54,043 47.4 17,210 107,566 47.2 

営業利益     20,576 18.3 21,291 18.7   39,955 17.6 

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息   151   392 416   

２ 受取配当金   165   83 226   

３ 為替差益   39   － 58   

４ 不動産賃貸料   90   86 179   

５ その他   256 701 0.6 173 734 0.6 729 1,608 0.7 

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息   66   54 122   

２ たな卸資産廃棄
損 

  183   88 496   

３ 固定資産除却損   －   153 －   

４ 為替差損   －   6 －   

５ 持分法による投
資損失 

  44   － 81   

６ 寄付金   276   230 549   

７ 子会社整理費用   －   123 －   

８ その他   463 1,032 0.9 395 1,049 0.9 1,008 2,256 1.0 

経常利益     20,245 18.0 20,976 18.4   39,307 17.3 

 



    
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日）

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅵ 特別利益           

１ 固定資産売却益 ※１ 1,252   39 1,267   

２ 親会社株式売却
益 

  1,401   － 1,401   

３ 投資有価証券売
却益 

  －   70 1,345   

４ その他   － 2,653 2.4 42 151 0.1 36 4,049 1.8 

Ⅶ 特別損失           

１ 合併関連費用 ※５ －   1,626 －   

２ 特別退職金   171   895 300   

３ 工場閉鎖損失 ※４ －   1,354 －   

４ HCV訴訟損失 
引当金繰入額 

  －   43 2,092   

５ 固定資産除却損 ※２ 185   － 541   

６ 固定資産売却損 ※３ 8 364 0.3 1 3,919 3.4 9 2,942 1.3 

税金等調整前中
間（当期）純利
益 

    22,534 20.1 17,208 15.1   40,414 17.8 

法人税、住民税
及び事業税 

  5,796   5,588 11,124   

法人税等調整額   3,380 9,176 8.2 1,700 7,288 6.4 5,625 16,749 7.4 

少数株主損失     254 0.2 498 0.4   640 0.3

中間（当期）純
利益 

    13,612 12.1 10,418 9.1   24,305 10.7 

            



③【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 （注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成18年３月31日残高（百万円） 30,560 70,974 124,150 225,684 

中間連結会計期間中の変動額     

剰余金の配当（注）   △7,080 △7,080 

役員賞与（注）   △26 △26 

中間純利益   13,612 13,612 

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 

    

中間連結会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

－ － 6,506 6,506 

平成18年９月30日残高（百万円） 30,560 70,974 130,656 232,190 

  

評価・換算差額等 

少数株主 
持分 

純資産合計 その他 
有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ 
損益 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

平成18年３月31日残高（百万円） 6,967 － △1,110 5,857 10,353 241,894 

中間連結会計期間中の変動額     

剰余金の配当（注）     △7,080 

役員賞与（注）     △26 

中間純利益     13,612 

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 

△435 2 4 △429 △489 △918 

中間連結会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

△435 2 4 △429 △489 5,588 

平成18年９月30日残高（百万円） 6,532 2 △1,106 5,428 9,864 247,482 



当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 （注） 平成19年６月の定時株主総会決議に基づく資本金の資本剰余金への振替であります。 

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成19年３月31日残高（百万円） 30,560 70,974 137,859 239,393

中間連結会計期間中の変動額     

剰余金の配当   △6,520 △6,520

中間純利益   10,418 10,418

資本金から資本剰余金への 
振替（注） 

△24,822 24,822   －

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 

    

中間連結会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

△24,822 24,822 3,898 3,898

平成19年９月30日残高（百万円） 5,738 95,796 141,757 243,291

  

評価・換算差額等 

少数株主 
持分 

純資産合計 その他 
有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ 
損益 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

平成19年３月31日残高（百万円） 5,210 △0 △738 4,472 9,377 253,242

中間連結会計期間中の変動額     

剰余金の配当     △6,520

中間純利益     10,418

資本金から資本剰余金への 
振替（注） 

    －

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額） 

△1,009 0 598 △411 3,759 3,348

中間連結会計期間中の変動額合計 
（百万円） 

△1,009 0 598 △411 3,759 7,246

平成19年９月30日残高（百万円） 4,201 － △140 4,061 13,136 260,488



前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 （注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 

平成18年３月31日残高（百万円） 30,560 70,974 124,150 225,684 

連結会計年度中の変動額     

剰余金の配当（注）   △7,080 △7,080 

役員賞与（注）   △26 △26 

剰余金の配当   △3,490 △3,490 

当期純利益   24,305 24,305 

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

    

連結会計年度中の変動額合計 
（百万円） 

－ － 13,709 13,709 

平成19年３月31日残高（百万円） 30,560 70,974 137,859 239,393 

  

評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計 その他 
有価証券 

評価差額金 

繰延ヘッジ 
損益 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

平成18年３月31日残高（百万円） 6,967 － △1,110 5,857 10,353 241,894 

連結会計年度中の変動額     

剰余金の配当（注）     △7,080 

役員賞与（注）     △26 

剰余金の配当     △3,490 

当期純利益     24,305 

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

△1,757 △0 372 △1,385 △976 △2,361 

連結会計年度中の変動額合計 
（百万円） 

△1,757 △0 372 △1,385 △976 11,348 

平成19年３月31日残高（百万円） 5,210 △0 △738 4,472 9,377 253,242 



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

    
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・

フロー計算書 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

        

１ 税金等調整前中間 
（当期）純利益 

  22,534 17,208 40,414 

２ 減価償却費 
  
  

5,132 4,658 10,602 

３ 工場閉鎖損失 
  
  

－ 1,354 － 

４ 貸倒引当金の増減額 
（減少：△） 

  17 △74 8 

５ 退職給付引当金の増減額
（減少：△） 

  △3,166 72 △6,209 

６ 前払年金費用の増減額
（増加：△） 

  － △4,793 － 

７ 役員退職給与引当金の 
増減額（減少：△） 

  78 △410 92 

８ その他の引当金の増減額
（減少：△） 

  369 137 2,520 

９ 受取利息及び受取配当金   △316 △475 △642 

10 支払利息   66 54 122 

11 為替差損益（差益：△）   △14 26 36 

12 持分法による投資損益
（益：△） 

  44 － 81 

13 親会社株式売却損益
（益：△） 

  △1,401 － △1,401 

14 投資有価証券売却損益
（益：△） 

  － △70 △1,345 

15 有形固定資産売却損益
（益：△） 

  △1,244 △38 △1,258 

16 有形固定資産除却損   134 119 411 

17 特別退職金   － 895 － 

18 売上債権の増減額 
（増加：△） 

  △1,802 3,416 △6,205 

19 棚卸資産の増減額 
（増加：△） 

  △2,137 △3,144 △3,476 

20 仕入債務の増減額 
（減少：△） 

  487 △2,304 2,289 

21 未払消費税等の増減額
（減少：△） 

  9 △658 530 

22 役員賞与の支払額   △26 － △26 

23 少数株主負担役員賞与 
支払額 

  △1 － △1 

24 その他   801 △779 3,004 

小計   19,564 15,194 39,546 

25 利息及び配当金の受取額   317 475 634 

26 利息の支払額   △70 △56 △129 

27 特別退職金の支払額   － △895 － 

28 法人税等の支払額   △6,202 △5,080 △11,979 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

  13,609 9,638 28,072 

 



    
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・

フロー計算書 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

        

１ 定期預金の預入による 
支出 

  △150 － △275 

２ 定期預金の払戻による 
収入 

  － 60 － 

３ 長期性預金の預入による
支出 

  － △2,892 － 

４ 有形固定資産の 
取得による支出 

  △4,227 △2,226 △6,473 

５ 有形固定資産の 
売却による収入 

  3,210 172 3,364 

６ 投資有価証券の 
取得による支出 

  △45 △664 △739 

７ 投資有価証券の 
売却による収入 

  － 414 1,674 

８ 親会社株式の売却による
収入 

  7,021 － 7,021 

９ 関連会社株式の売却 
による収入 

  69 － 139 

10 その他   △148 △470 △354 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  5,730 △5,606 4,357 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

        

１ 短期借入金の増加額 
（又は減少額（△）） 

  288 310 1,893 

２ 長期借入金の返済 
による支出 

  △673 △656 △2,227 

３ 少数株主の株式払込 
による収入 

  － 4,163 － 

４ 当社による配当金の 
支払額 

  △7,084 △6,523 △10,577 

５ 少数株主への配当金の 
支払額 

  △139 △44 △225 

６ その他   △103 － △103 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  △7,711 △2,750 △11,239 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

  75 378 180 

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
増減額（減少：△） 

  11,703 1,660 21,370 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
期首残高 

  63,812 85,182 63,812 

Ⅶ 連結子会社の増加による 
現金及び現金同等物の受入 

  － 1,277 － 

Ⅷ 現金及び現金同等物の 
中間期末（期末）残高 

  75,515 88,119 85,182 

    



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1）連結子会社：13社 

主要な連結子会社の名称 

㈱ベネシス 

ＭＰテクノファーマ㈱ 

㈱エーピーアイ コーポレ

ーション 

吉富薬品㈱ 

㈱バイファ 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1）連結子会社：18社 

主要な連結子会社の名称 

㈱ベネシス 

ＭＰテクノファーマ㈱ 

㈱エーピーアイ コーポレ

ーション 

吉富薬品㈱ 

㈱バイファ 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1）連結子会社：13社 

主要な連結子会社の名称は

「第１ 企業の概況 ４ 関

係会社の状況」に記載してい

るため、省略しております。 

（増加 １社） 

・新規設立による増加： 

ＭＰヘルスケア ベンチャー 

マネジメント 

（増加 ５社） 

・重要性が増したことによる増 

 加：不二興産㈱、三菱ファー 

 マ アメリカ、三菱ファーマ  

 ヨーロッパ、三菱ファーマ ド 

 イツ、三菱製薬研発(北京)有 

 限公司 

（増加 １社） 

・新規設立による増加： 

ＭＰヘルスケア ベンチャー 

マネジメント 

(2）主要な非連結子会社は、三菱

ファーマヨーロッパでありま

す。 

非連結子会社５社は、企業集

団の財政状態及び経営成績に

関する合理的な判断を妨げな

い程度に重要性が乏しい子会

社でありますので、連結の範

囲から除いております。 

(2）非連結子会社は、東京田辺商

事㈲であります。 

  

非連結子会社１社は、企業集

団の財政状態及び経営成績に

関する合理的な判断を妨げな

い程度に重要性が乏しい子会

社でありますので、連結の範

囲から除いております。 

(2）主要な非連結子会社は、三菱

ファーマヨーロッパでありま

す。 

非連結子会社６社は、企業集

団の財政状態及び経営成績に

関する合理的な判断を妨げな

い程度に重要性が乏しい子会

社でありますので、連結の範

囲から除いております。 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1）持分法を適用した非連結子会

社数 

…４社 

主要な会社等の名称 

三菱ファーマヨーロッパ 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1）持分法を適用した非連結子会

社数 

 該当ありません。 

  

（減少 ５社） 

・重要性が増したことによる連 

 結子会社への変更による減  

 少：不二興産㈱、三菱ファー 

 マ アメリカ、三菱ファーマ  

 ヨーロッパ、三菱ファーマ ド 

 イツ、三菱製薬研発(北京)有 

 限公司 

２ 持分法の適用に関する事項 

持分法適用会社 

…非連結子会社５社 

主要な非連結子会社は三菱ファ

ーマヨーロッパであります。 

（増加 １社） 

・新規設立による増加： 

三菱製薬研発（北京）有限公

司 

持分法を適用していない非連

結子会社（東京田辺商事㈲）

は、当期純損益及び利益剰余

金等に及ぼす影響が軽微であ

るため、持分法の適用範囲か

ら除外しております。 

なお、持分法適用会社のう

ち、決算日が連結決算日と異

なる会社については、各社の

事業年度に係る財務諸表を使

用しております。 

(2）持分法を適用しない非連結子

会社のうち主要な会社等の名

称 

東京田辺商事㈲ 

持分法を適用しない理由 

東京田辺商事㈲について

は、中間連結財務諸表に及

ぼす影響が軽微であり、重

要性が乏しい子会社である

ため、持分法の適用から除

外しております。 

(2）持分法を適用しない非連結子

会社の名称 

  

東京田辺商事㈲ 

持分法を適用しない理由 

同左 

   

(3）持分法を適用した会社の中間

決算日等に関する事項 

持分法適用会社のうち、中間

決算日が中間連結決算日と異

なる会社については、各社の

中間会計期間に係る中間財務

諸表を使用しております。 

(3）持分法を適用した会社の中間

決算日等に関する事項 

     ―――――― 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

在外連結子会社の中間決算日は

６月30日であります。中間連結

財務諸表の作成に当たっては当

該中間財務諸表を使用してお

り、中間連結決算日との間に重

要な取引が生じた場合、連結上

必要な調整を行っております。 

また、国内連結子会社のうちア

ルケマ吉富㈱の中間決算日は３

月31日であります。同社につい

ては中間連結決算日現在で実施

した仮決算に基づく中間財務諸

表を使用しております。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

同左 

３ 連結子会社の事業年度等に関す

る事項 

在外連結子会社の決算日は12月

31日であります。連結財務諸表

の作成に当たっては当該財務諸

表を使用しており、連結決算日

との間に重要な取引が生じた場

合、連結上必要な調整を行って

おります。 

また、国内連結子会社のうちア

ルケマ吉富㈱の決算日は９月30

日であります。同社については

連結決算日現在で実施した仮決

算に基づく財務諸表を使用して

おります。 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

① 有価証券 

ａ 満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法） 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

① 有価証券 

ａ 満期保有目的の債券 

同左 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

① 有価証券 

ａ 満期保有目的の債券 

同左 

ｂ その他有価証券 

時価のあるもの 

中間連結会計期間末

日の市場価格等に基

づく時価法（評価差

額は全部純資産直入

法により処理し、売

却原価は主として移

動平均法により算

定） 

ｂ その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

ｂ その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末日の市場価

格等に基づく時価法

（評価差額は全部純

資産直入法により処

理し、売却原価は主

として移動平均法に

より算定） 

時価のないもの 

主として移動平均法

による原価法 

時価のないもの 

同左 

  

投資事業有限責任組合

等への出資 

原価法によっており

ます。ただし、組合

等の営業により獲得

した損益の持分相当

額を各中間連結会計

期間の損益として計

上しております。 

時価のないもの 

同左 

② デリバティブ 

時価法 

② デリバティブ 

同左 

② デリバティブ 

同左 

③ たな卸資産 

商品、製品、原材料、仕掛

品、貯蔵品 

主として総平均法による

原価法 

③ たな卸資産 

商品、製品 

主として総平均法による

低価法 

原材料他 

主として総平均法による

原価法 

③ たな卸資産 

商品、製品、原材料、仕掛

品、貯蔵品 

主として総平均法による

原価法 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

① 有形固定資産 

当社及び国内連結子会社は

定率法（ただし、国内連結

子会社の一部の工場及び平

成10年４月１日以降に取得

した建物（建物附属設備を

除く）については定額

法）、在外連結子会社は主

として定額法によっており

ます。 

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物及び構築物 

10～50年 

機械装置及び運搬具 

４～８年 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

① 有形固定資産 

    同左 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

① 有形固定資産 

    同左 

② 無形固定資産 

定額法 

② 無形固定資産 

同左 

② 無形固定資産 

同左 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

（当社及び国内連結子会社） 

債権の貸倒れによる損失に

備えるため、回収不能見込

額を計上しております。 

ａ 一般債権 

貸倒実績率法 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

ｂ 貸倒懸念債権及び破産更

生債権 

財務内容評価法 

    

（在外連結子会社） 

主として特定の債権につい

て回収不能見込額を計上し

ております。 

    

② 賞与引当金 

（当社及び国内連結子会社） 

将来の従業員賞与の支給に

備えるため、支給見込額に

基づき当中間連結会計期間

に見合う分を計上しており

ます。 

② 賞与引当金 

同左 

② 賞与引当金 

（当社及び国内連結子会社） 

将来の従業員賞与の支給に

備えるため、支給見込額に

基づき当連結会計年度に見

合う分を計上しておりま

す。 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

③ ＨＩＶ訴訟和解損失引当金 

当社において、ＨＩＶ感染

被害損害賠償請求訴訟にお

ける今後の和解金（弁護士

費用等を含む）の支払いに

備えて、将来支出すべき見

積額を計上しております。 

見積額につきましては、当

中間連結会計期間末現在の

ＨＩＶ訴訟原告並びに未提

訴の抗血友病製剤（非加熱

濃縮製剤）の使用によるＨ

ＩＶ感染患者を対象に、平

成８年３月締結の和解に関

する確認書及び現在までの

和解実績を基準として算出

した額を計上しておりま

す。 

③ ＨＩＶ訴訟和解損失引当金 

同左 

③ ＨＩＶ訴訟和解損失引当金 

当社において、ＨＩＶ感染

被害損害賠償請求訴訟にお

ける今後の和解金（弁護士

費用等を含む）の支払いに

備えて、将来支出すべき見

積額を計上しております。 

見積額につきましては、当

連結会計年度末現在のＨＩ

Ｖ訴訟原告並びに未提訴の

抗血友病製剤（非加熱濃縮

製剤）の使用によるＨＩＶ

感染患者を対象に、平成８

年３月締結の和解に関する

確認書及び現在までの和解

実績を基準として算出した

額を計上しております。 

④ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末に

おける退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき、

当中間連結会計期間末にお

いて発生していると認めら

れる額を計上しておりま

す。 

過去勤務債務は、発生時に

一括処理しております。 

数理計算上の差異は、発生

時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定年数（５

年）による定額法により按

分した額をそれぞれ発生の

翌連結会計年度から費用処

理しております。 

④ 退職給付引当金 

同左 

④ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末に

おける退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき、

当連結会計年度末において

発生していると認められる

額を計上しております。 

過去勤務債務は、発生時に

一括処理しております。 

数理計算上の差異は、発生

時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定年数（５

年）による定額法により按

分した額をそれぞれ発生の

翌連結会計年度から費用処

理しております。 

⑤ 役員退職給与引当金 

当社及び国内連結子会社の

一部は役員の退職金支給に

備えるため、内規に基づく

中間連結会計期間末所要額

を計上しております。 

⑤ 役員退職給与引当金 

国内連結子会社の一部は役

員の退職金支給に備えるた

め、内規に基づく中間連結

会計期間末所要額を計上し

ております。 

（追加情報） 

当社は、平成19年10月１日

の田辺製薬株式会社との合

併により消滅会社となるた

め、合併期日の前日の役員

に対し退職金を支給してお

り、役員退職給与引当金は

当該支給に全額充当してお

ります。 

⑤ 役員退職給与引当金 

当社及び国内連結子会社の

一部は役員の退職金支給に

備えるため、内規に基づく

期末所要額を計上しており

ます。 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

⑥ ＨＣＶ訴訟損失引当金 

     ―――――― 

⑥ ＨＣＶ訴訟損失引当金 

当社及び株式会社ベネシス

は、平成14年10月21日以

降、旧株式会社ミドリ十字

が製造販売したフィブリノ

ゲン製剤または非加熱第Ⅸ

因子製剤を使用したことに

よりＨＣＶ（Ｃ型肝炎ウィ

ルス）に感染し、損害を受

けたとする人々より、国等

とともに損害賠償請求訴訟

の提起を受けており、将来

発生する可能性のある当該

損失に備えて、当中間連結

会計期間末現在の原告を対

象に、現在までの判決を基

準として算出した額を計上

しております。 

⑥ ＨＣＶ訴訟損失引当金 

当社及び株式会社ベネシス

は、平成14年10月21日以

降、旧株式会社ミドリ十字

が製造販売したフィブリノ

ゲン製剤または非加熱第Ⅸ

因子製剤を使用したことに

よりＨＣＶ（Ｃ型肝炎ウィ

ルス）に感染し、損害を受

けたとする人々より、国等

とともに損害賠償請求訴訟

の提起を受けており、将来

発生する可能性のある当該

損失に備えて、当連結会計

期年度末現在の原告を対象

に、現在までの判決を基準

として算出した額を計上し

ております。 

（追加情報） 

平成19年３月23日付けの東

京地方裁判所判決により、

第一審段階における主な裁

判所の判断が示されたこと

を契機として、当連結会計

年度末より引当金を計上し

ております。 

(4）重要なリース取引の処理方法 

当社及び国内連結子会社は、

リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取

引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。 

(4）重要なリース取引の処理方法 

同左 

(4）重要なリース取引の処理方法 

同左 

(5）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理 

(5）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

(5）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段……為替予約 

・ヘッジ対象……外貨建予

定取引 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

③ ヘッジ方針 

将来の為替相場の変動リ

スクを軽減する目的で、

デリバティブ取引を行っ

ており、投機的取引は行

わない方針であります。

当該取引を行うに当たっ

ては、「経理規程」等に

則り財務担当部門が行っ

ております。 

③ ヘッジ方針 

同左 

③ ヘッジ方針 

同左 

④ ヘッジの有効性評価の方

法 

ヘッジ手段及びヘッジ対

象に関する重要な条件が

一致し、かつヘッジ開始

時及びその後も継続して

相場変動又はキャッシ

ュ・フロー変動を完全に

相殺するものと想定する

ことができるため、ヘッ

ジ有効性の判定は省略し

ております。 

④ ヘッジの有効性評価の方

法 

同左 

④ ヘッジの有効性評価の方

法 

同左 

(6）その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

当社及び国内連結子会社

の消費税及び地方消費税

の会計処理は、税抜方式

によっております。 

(6）その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

同左 

(6）その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

同左 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

② 連結納税制度の適用 

当社及び一部の国内連結

子会社は、完全親会社で

ある株式会社三菱ケミカ

ルホールディングスを連

結納税親法人とする連結

納税子法人として連結納

税制度を適用しておりま

す。 

② 連結納税制度の適用 

     ―――――― 

  

  

  

  

  

  

  

（追加情報） 

当社及び一部の国内連結

子会社は、前連結会計年

度まで完全親会社である

株式会社三菱ケミカルホ

ールディングスを連結納

税親法人とする連結納税

子法人として連結納税制

度の適用を受けておりま

したが、当社が田辺製薬

株式会社と合併したこと

に伴い、当社及び一部の

国内連結子会社は連結納

税子法人ではなくなった

ため、株式会社三菱ケミ

カルホールディングスの

連結納税グループから離

脱しております。 

② 連結納税制度の適用 

当社及び一部の国内連結

子会社は、完全親会社で

ある株式会社三菱ケミカ

ルホールディングスを連

結納税親法人とする連結

納税子法人として連結納

税制度を適用しておりま

す。 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金（現金及び現

金同等物）は、手許現金、随時

引き出し可能な預金及び容易に

換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３カ月以内

に償還期限の到来する短期投資

からなっております。 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

同左 

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書

における資金（現金及び現金同

等物）は、手許現金、随時引き

出し可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３カ月以内に償

還期限の到来する短期投資から

なっております。 



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準 

当中間連結会計期間より、「貸借

対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」（企業会計基準第５

号 平成17年12月９日）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準適用指針第８号 平成

17年12月９日）を適用しておりま

す。 

従来の資本の部の合計に相当する

金額は、237,616百万円でありま

す。 

なお、当中間連結会計期間におけ

る中間連結貸借対照表の純資産の

部については、中間連結財務諸表

規則の改正に伴い、改正後の中間

連結財務諸表規則により作成して

おります。 

１ たな卸資産（製商品）の評価基

準 

 当中間連結会計期間より、当社

及び一部の国内連結子会社は、

製品及び商品の評価基準を原価

法から低価法に変更いたしまし

た。この変更は、田辺製薬株式

会社との合併に伴い会計処理の

統一を図る必要があること、ま

た、製品及び商品について市場

価格の変動を評価額に反映さ

せ、より期間損益の適正化及び

財務健全化を図ることを目的と

して行ったものであります。 

この変更に伴う評価損は売上原

価に計上しておりますが、この

変更による損益に与える影響は

軽微であります。 

なお、セグメント情報に与える

影響につきましては、（セグメ

ント情報）の「事業の種類別セ

グメント情報」（注）４に記載

しております。 

１ 貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準 

当連結会計年度より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」（企業会計基準第

５号 平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準適用指針第

８号 平成17年12月９日）を適

用しております。 

従来の資本の部の合計に相当す

る金額は、243,865百万円であり

ます。 

なお、当連結会計年度における

連結貸借対照表の純資産の部に

ついては、連結財務諸表規則の

改正に伴い、改正後の連結財務

諸表規則により作成しておりま

す。 

  ２ 固定資産除却損の計上区分 

 当中間連結会計期間より、田辺

製薬株式会社との合併に伴い会

計処理の統一を図ることを目的

として、特別損失に計上してお

りました固定資産除却損のう

ち、設備の更新など経常的に発

生するものについては、営業外

費用に計上区分を変更いたしま

した。この変更は、期間損益に

おける損益区分をより明確にす

るために行ったものでありま

す。この変更による損益に与え

る影響は軽微であります。 

２ 役員賞与に関する会計基準 

当連結会計年度より、「役員賞

与に関する会計基準」（企業会

計基準第４号 平成17年11月29

日）を適用しております。これ

による営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益へ与え

る影響は軽微であります。 

なお、セグメント情報に与える

影響につきましては、（セグメ

ント情報）の「事業の種類別セ

グメント情報」（注）３に記載

しております。 

  ３ 固定資産の減価償却方法 

 当社及び国内連結子会社は、法

人税法の改正に伴い、当中間連

結会計期間より、平成19年４月

１日以降に取得した有形固定資

産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更

しております。この変更による

損益に与える影響は軽微であり

ます。 

なお、セグメント情報に与える

影響につきましては、（セグメ

ント情報）の「事業の種類別セ

グメント情報」（注）５に記載

しております。 

  

  

  



表示方法の変更 

追加情報 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

（中間連結貸借対照表関係） 

１ 前中間連結会計期間において、流動資産の「その

他」に含めて表示しておりました「前払年金費用」

は１年内に前払いが解消する見込みがないため、当

中間連結会計期間より固定資産の投資その他の資産

に区分掲記することにいたしました。なお、前中間

連結会計期間末の流動資産の「その他」に含まれる

「前払年金費用」は1,344百万円であります。 

２ 前中間連結会計期間において、固定負債の「その

他」に含めて表示しておりました「繰延税金負債」

は重要性が増したため、当中間連結会計期間より区

分掲記することにいたしました。なお、前中間連結

会計期間末の固定負債の「その他」に含まれる「繰

延税金負債」は126百万円であります。 

（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間において、営業外収益の「その他」

に含めて表示しておりました「不動産賃貸料」は営業外

収益の総額の100分の10を超えたため、当中間連結会計期

間より区分掲記することにいたしました。なお、前中間

連結会計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「不

動産賃貸料」は84百万円であります。 

（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間において、営業外費用の「その他」

に含めて表示しておりました「子会社整理費用」は営業

外費用の総額の100分の10を超えたため、当中間連結会計

期間より区分掲記することにいたしました。なお、前中

間連結会計期間の営業外費用の「その他」に含まれる

「子会社整理費用」は57百万円であります。 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

１ 前中間連結会計期間において、営業活動によるキャ

ッシュ・フローの「退職給付引当金の増減額」に含

めて表示しておりました前払年金費用の増減額は、

重要性が増したため、当中間連結会計期間より「前

払年金費用の増減額」に区分掲記することにいたし

ました。なお、前中間連結会計期間の営業活動によ

るキャッシュ・フローの「退職給付引当金の増減

額」に含まれる「前払年金費用の増減額」は△3,401

百万円であります。 

２ 前中間連結会計期間において、営業活動によるキャ

ッシュ・フローの「その他」に含めて表示しており

ました「特別退職金」及び「特別退職金の支払額」

は、重要性が増したため、当中間連結会計期間より

区分掲記することにいたしました。なお、前中間連

結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローの

「その他」に含まれる「特別退職金」及び「特別退

職金の支払額」はそれぞれ171百万円、△171百万円

であります。 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

────── 固定資産の減価償却方法の変更 

当社及び国内連結子会社は、法人税

法の改正に伴い、平成19年３月31日

以前に取得した資産については、改

正前の法人税法に基づく減価償却の

方法の適用により取得原価の５％に

到達した連結会計年度の翌連結会計

年度より、取得原価の５％相当額と

備忘価額との差額を５年間にわたり

均等償却し、減価償却費に含めて計

上しております。この変更による損

益に与える影響は軽微であります。 

────── 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成19年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、133,902百万円でありま

す。 

なお、減価償却累計額には、

減損損失累計額が含まれてお

ります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、140,439百万円でありま

す。 

なお、減価償却累計額には、

減損損失累計額1,545百万円が

含まれております。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は、136,703百万円でありま

す。 

なお、減価償却累計額には、

減損損失累計額が含まれてお

ります。 

※２ 担保に供している資産 

担保に供している資産及び担

保付債務は下記のとおりであ

ります。 

工場財団 

※２ 担保に供している資産 

担保に供している資産及び担

保付債務は下記のとおりであ

ります。 

工場財団 

※２ 担保に供している資産 

担保に供している資産及び担

保付債務は下記のとおりであ

ります。 

工場財団 

土地 858百万円

建物及び構

築物 
3,500百万円

機械装置及

び運搬具 
5,450百万円

有形固定資

産その他 
44百万円

合計 9,852百万円

土地 858百万円

建物及び構

築物 
3,311百万円

機械装置及

び運搬具 
5,713百万円

有形固定資

産その他 
35百万円

合計 9,917百万円

土地 858百万円

建物及び構

築物 
3,405百万円

機械装置及

び運搬具 
5,800百万円

有形固定資

産その他 
39百万円

合計 10,102百万円

上記に対応する債務 上記に対応する債務 上記に対応する債務 

長期借入金 2,788百万円

(１年内返済予定の長期

借入金を含む) 

長期借入金 1,676百万円

(１年内返済予定の長期

借入金を含む) 

長期借入金 2,232百万円

(１年内返済予定の長期

借入金を含む) 

上記のほか、信用状開設保証

金として現金及び預金（定期

預金）153百万円を、また、裁

判に係る供託金として投資そ

の他の資産その他295百万円を

担保に供しております。 

上記のほか、信用状開設保証

金として現金及び預金（定期

預金）92百万円を、また、取

引保証金として現金及び預金

（定期預金）25百万円を担保

に供しております。 

上記のほか、信用状開設保証

金として現金及び預金（定期

預金）153百万円を、また、裁

判に係る供託金として投資そ

の他の資産その他295百万円を

担保に供しております。 

 ３ 偶発債務 

従業員の金融機関よりの借入

金（住宅資金）に対する保証

債務 

275百万円 

 ３ 偶発債務 

従業員の金融機関よりの借入

金（住宅資金）に対する保証

債務 

231百万円 

 ３ 偶発債務 

従業員の金融機関よりの借入

金（住宅資金）に対する保証

債務 

252百万円 

※４   ―――――― 

  

  

※４ 裁判に係る供託金が738百万円

含まれております。これは、

ＨＣＶ感染被害損害賠償請求

訴訟に係る控訴手続きによる

ものであります。 

※４   ――――――  

  

  

 



前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成19年３月31日） 

 ５ ＨＣＶ（Ｃ型肝炎ウィルス）

感染被害損害賠償請求訴訟 

当社及び株式会社ベネシス

は、平成14年10月21日以降、

旧株式会社ミドリ十字が製造

販売したフィブリノゲン製剤

または非加熱第Ⅸ因子製剤を

使用したことによりＨＣＶ

（Ｃ型肝炎ウィルス）に感染

し、損害を受けたとする人々

より、国とともに損害賠償請

求訴訟の提起を受けておりま

す。 

平成18年９月30日現在、当社

及び株式会社ベネシスにかか

る原告は98名であり、国とと

もに支払うよう請求されてい

る損害賠償請求金額は5,973百

万円であります。なお、原告

は今後増加する可能性があり

ます。 

また、平成18年９月30日現

在、一部の地方裁判所よりで

ている判決の概要は次のとお

りであります。 

 ５   ―――――― 

  

  

  

 ５   ―――――― 

裁判所名 

損害賠償
請求額 

（百万円） 

原告数 
（名） 

判決日 

請求認容
総額 

（百万円） 

対象原告数 
（名） 

対象となる被告 

大阪地方 
裁判所 

759 13 平成18年６月21日 

136 5 
国、当社及び㈱ベ
ネシス 

119 4 
当社及び㈱ベネシ
ス 

福岡地方 
裁判所 

1,166 18 平成18年８月30日 

168 11 
国、当社及び㈱ベ
ネシス 

    

当社及び株式会社ベネシス

は、当社及び株式会社ベネシ

スの主張が認められていない

点があること、また他の地方

裁判所にて訴訟が係争中であ

ること等を総合的に勘案し、

さらに上級審において司法の

判断を仰ぎたいと考え、大阪

高等裁判所及び福岡高等裁判

所にそれぞれ控訴しておりま

す。 

    

 



前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成19年３月31日） 

 ６ 手形割引高  ６   ――――――    ６ 手形割引高 

米国血漿事業

売却による受

取手形割引高 

3,242百万円

  米国血漿事業

売却による受

取手形割引高 

3,246百万円

※７ 中間連結会計期間末日満期手

形等の処理 

中間連結会計期間末日満期手

形及び確定期日現金決済（手

形と同条件で手形期日に現金

決済する方式）の会計処理は

手形交換日等をもって決済処

理しております。 

金融機関の休日の影響によ

り、中間連結貸借対照表に含

まれる満期手形等は次のとお

りであります。 

※７ 中間連結会計期間末日満期手

形等の処理 

中間連結会計期間末日満期手

形及び確定期日現金決済（手

形と同条件で手形期日に現金

決済する方式）の会計処理は

手形交換日等をもって決済処

理しております。 

金融機関の休日の影響によ

り、中間連結貸借対照表に含

まれる満期手形等は次のとお

りであります。 

※７ 連結会計年度末日満期手形等

の処理 

連結会計年度末日満期手形及

び確定期日現金決済（手形と

同条件で手形期日に現金決済

する方式）の会計処理は手形

交換日等をもって決済処理し

ております。 

金融機関の休日の影響によ

り、連結貸借対照表に含まれ

る満期手形等は次のとおりで

あります。 

受取手形 75百万円

売掛金 1,175百万円

支払手形 137百万円

買掛金 2,195百万円

未払金 97百万円

受取手形 65百万円

売掛金 1,084百万円

支払手形 135百万円

買掛金 2,040百万円

未払金 128百万円

受取手形 92百万円

売掛金 1,159百万円

支払手形 144百万円

買掛金 2,312百万円

未払金 205百万円

※８ コミットメントライン（融資

枠）契約 

当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引金融機関

５行とコミットメントライン

契約を締結しております。こ

の契約に基づく中間連結会計

期間末日の借入未実行残高は

次のとおりであります。 

※８   ――――――    

  

※８ コミットメントライン（融資

枠）契約 

当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引金融機関

５行とコミットメントライン

契約を締結しております。こ

の契約に基づく連結会計年度

末日の借入未実行残高は次の

とおりであります。 

コミットメント

ライン総額 
20,000百万円

借入実行残高 －百万円

差引 20,000百万円

  コミットメント

ライン総額 
20,000百万円

借入実行残高 －百万円

差引 20,000百万円



（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 固定資産売却益は主に土地の

売却によるものであります。 

※１     同左 ※１     同左 

※２ 固定資産除却損の内容は次の

とおりであります。 

※２   ――――――    ※２ 固定資産除却損の内容は次の

とおりであります。 

建物及び構築物 81百万円

機械装置及び運

搬具 
38百万円

有形固定資産そ

の他 
15百万円

合計 134百万円

   

   

   

   

建物及び構築物 228百万円

機械装置及び運

搬具 
153百万円

有形固定資産そ

の他 
30百万円

無形固定資産 24百万円

合計 435百万円

上記の他に撤去工事費用が51

百万円あります。 

  上記の他に撤去工事費用が106

百万円あります。 

※３ 固定資産売却損は主に機械装

置の売却によるものでありま

す。 

※３ 固定資産売却損は主に有形固

定資産その他の売却によるも

のであります。 

※３ 固定資産売却損は主に機械装

置の売却によるものでありま

す。 

※４   ―――――― ※４ 工場閉鎖損失 

㈱エーピーアイ コーポレー

ション久寿工場の閉鎖が決定

し、これに伴い発生した減損

損失790百万円、固定資産整理

損失引当金繰入額564百万円で

あります。 

なお、上記減損損失の内容は

以下のとおりです。 

当社グループは原則として事

業用資産、賃貸資産、遊休資

産の区分にて資産のグルーピ

ング化を行っており、事業用

資産につきましては資産グル

ープを、賃貸資産及び遊休資

産については個別資産をグル

ーピングの 小単位としてお

ります。同工場は閉鎖が決定

したことから、帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該

減少額（790百万円）を工場閉

鎖損失に含めて特別損失に計

上いたしました。 

場所 用途 種類 
減損損失

(百万円)

㈱エーピーア

イ コーポレ

ーション 

久寿工場 

（三重県 

 四日市市） 

化成品 

製造設備

建物、構築

物及び機械

装置等  

790

※４   ―――――― 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※５   ―――――― ※５ 合併関連費用 

田辺製薬株式会社との合併準

備に伴い発生したシステム統

合費用、移転費用等でありま

す。 

※５   ―――――― 



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 該当事項はありません。 

３ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

４ 配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

 （注） 配当金の総額には、特別配当金4,500百万円（１株当たり配当額 9.81円）を含んでおります。 

(2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるも

の 

  
前連結会計年度末 

株式数 
（千株） 

当中間連結会計期間
増加株式数 
（千株） 

当中間連結会計期間
減少株式数 
（千株） 

当中間連結会計期間末
株式数 
（千株） 

発行済株式         

普通株式 458,434 － － 458,434 

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日 

平成18年６月23日 

定時株主総会 
普通株式 7,080百万円 15.44円 平成18年３月31日 平成18年６月23日 

決議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 
１株当たり
配当額 

基準日 効力発生日 

平成18年11月８日 

取締役会 
普通株式 3,490百万円 利益剰余金 7.61円 平成18年９月30日 平成18年12月５日 



当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 該当事項はありません。 

３ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

４ 配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるも

の 

  該当事項はありません。 

  
前連結会計年度末 

株式数 
（千株） 

当中間連結会計期間
増加株式数 
（千株） 

当中間連結会計期間
減少株式数 
（千株） 

当中間連結会計期間末
株式数 
（千株） 

発行済株式         

普通株式 458,434 － － 458,434 

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日 

平成19年６月22日 

定時株主総会 
普通株式 3,000百万円 6.54円 平成19年３月31日 平成19年６月22日 

平成19年８月30日 

取締役会 
普通株式 3,520百万円 7.68円 平成19年９月20日 平成19年９月25日 



前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 該当事項はありません。 

３ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

４ 配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

 （注） 配当金の総額には、特別配当金4,500百万円（１株当たり配当額 9.81円）を含んでおります。 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

  
前連結会計年度末 

株式数 
（千株） 

当連結会計年度 
増加株式数 
（千株） 

当連結会計年度 
減少株式数 
（千株） 

当連結会計年度末 
株式数 
（千株） 

発行済株式         

普通株式 458,434 － － 458,434 

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日 

平成18年６月23日 

定時株主総会(注) 
普通株式 7,080百万円 15.44円 平成18年３月31日 平成18年６月23日 

平成18年11月８日 

取締役会 
普通株式 3,490百万円 7.61円 平成18年９月30日 平成18年12月５日 

決議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 
１株当た
り配当額 

基準日 効力発生日 

平成19年６月22日 

定時株主総会 
普通株式 3,000百万円 利益剰余金 6.54円 平成19年３月31日 平成19年６月22日 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係 

現金及び預金勘定 12,981百万円

短期貸付金勘定 63,787百万円

計 76,768百万円

預入期間が３ヵ月を

超える定期預金 
△1,153百万円

現金及び現金同等物

以外の短期貸付金 
△100百万円

現金及び現金同等物 75,515百万円

現金及び預金勘定 40,032百万円

短期貸付金勘定 49,425百万円

計 89,457百万円

預入期間が３ヵ月を

超える定期預金 
△1,250百万円

現金及び現金同等物

以外の短期貸付金 
△88百万円

現金及び現金同等物 88,119百万円

現金及び預金勘定 13,905百万円

短期貸付金勘定 72,653百万円

計 86,558百万円

預入期間が３ヵ月を

超える定期預金 
△1,281百万円

現金及び現金同等物

以外の短期貸付金 
△95百万円

現金及び現金同等物 85,182百万円



（リース取引関係） 

次へ 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額 

  
機械装置 
(百万円)   

工具器具
備品 

(百万円) 
  

その他 
(百万円)   

合計 
(百万円) 

取得価額 

相当額 
46  841  14  901

減価償却 

累計額 

相当額 

36  535  6  577

中間期末 

残高 

相当額 

10  306  8  324

  
機械装置
(百万円) 

工具器具
備品 

(百万円)
 

その他 
(百万円) 

合計 
(百万円)

取得価額 

相当額 
70  317  14  401

減価償却 

累計額 

相当額 

44  220  3  267

中間期末 

残高 

相当額 

26  97  11  134

  
機械装置 
(百万円)   

工具器具 
備品 

(百万円) 
  

その他 
(百万円)   

合計 
(百万円)

取得価額 

相当額 
65  686  13  764

減価償却 

累計額 

相当額 

46  482  5  533

期末残高 

相当額 
19  204  8  231

なお、取得価額相当額は、未

経過リース料中間期末残高が

有形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いため、

「支払利子込み法」により算

定しております。 

同左 なお、取得価額相当額は、未

経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、「支払利

子込み法」により算定してお

ります。 

② 未経過リース料中間期末残高

相当額 

② 未経過リース料中間期末残高

相当額 

② 未経過リース料期末残高相当

額 

１年以内 173百万円

１年超 151百万円

合計 324百万円

１年以内 75百万円

１年超 59百万円

合計 134百万円

１年以内 130百万円

１年超 101百万円

合計 231百万円

なお、未経過リース料中間期

末残高相当額は、未経過リー

ス料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占め

る割合が低いため、「支払利

子込み法」により算定してお

ります。 

同左 なお、未経過リース料期末残

高相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期

末残高等に占める割合が低い

ため、「支払利子込み法」に

より算定しております。 

③ 支払リース料及び減価償却費

相当額 

③ 支払リース料及び減価償却費

相当額 

③ 支払リース料及び減価償却費

相当額 

支払リース料 125百万円

減価償却費相

当額 
125百万円

支払リース料 84百万円

減価償却費相

当額 
84百万円

支払リース料 228百万円

減価償却費相

当額 
228百万円

④ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法に

よっております。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年以内 5百万円

１年超 15百万円

合計 21百万円

１年以内 8百万円

１年超 16百万円

合計 24百万円

１年以内 7百万円

１年超 19百万円

合計 26百万円



（有価証券関係） 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

２ その他有価証券で時価のあるもの 

３ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表（連結貸借対照表）計上額 

区分 

前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成19年３月31日） 

中間連結貸
借対照表計
上額 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

差額 
（百万円）

中間連結貸
借対照表計
上額 
（百万円）

時価 
（百万円）

差額 
（百万円）

連結貸借対
照表計上額 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

その他 － － － 1,511 1,495 △16 1,013 1,002 △11 

合計 － － － 1,511 1,495 △16 1,013 1,002 △11 

区分 

前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成19年３月31日） 

取得原価 
（百万円） 

中間連結貸
借対照表計
上額 
（百万円） 

差額 
（百万円）

取得原価 
（百万円）

中間連結貸
借対照表計
上額 
（百万円）

差額 
（百万円）

取得原価 
（百万円） 

連結貸借対
照表計上額 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

株式 4,732 15,665 10,933 4,077 11,152 7,075 4,416 13,112 8,696 

合計 4,732 15,665 10,933 4,077 11,152 7,075 4,416 13,112 8,696 

区分 

前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成19年３月31日） 

中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

中間連結貸借対照表計
上額（百万円） 

連結貸借対照表計上額 
（百万円） 

(1）満期保有目的の債券       

非上場外国債券 505 － － 

(2）その他有価証券       

非上場株式 876 874 877 



（デリバティブ取引関係） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

通貨関連 

 （注） 時価の算定方法は先物為替相場によっております。 

（ストック・オプション等関係） 

 該当事項はありません。 

区分 種類 

前中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成19年３月31日） 

契約額
等 
(百万円) 

契約額
等のう
ち１年
超 
(百万円) 

時価 
(百万円) 

評価損
益 
(百万円)

契約額
等 
(百万円)

契約額
等のう
ち１年
超 
(百万円)

時価 
(百万円)

評価損
益 
(百万円)

契約額
等 
(百万円) 

契約額
等のう
ち１年
超 
(百万円) 

時価 
(百万円) 

評価損
益 
(百万円)

市場取引

以外の取

引 

為替予約取引                         

買建                         

米ドル 481 － 488 7 － － － － 867 － 863 △4 

ユーロ 148 － 149 1 － － － － 260 － 265 5 

ポンド 308 － 305 △3 － － － － 368 － 366 △2 

合計 － － － 5 － － － － － － － △1 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 （注）１ 事業区分の方法 

製品の種類による区分として「医薬品事業」及び「化成品事業」に、役務提供に係るものを「その他事業」

にセグメンテーションしております。 

２ 各事業区分の主要製品及び役務の内容 

(1）医薬品事業：神経系用医薬品、循環器官用医薬品、呼吸器官用医薬品、消化器官用医薬品、 

代謝性医薬品、生物学的製剤、その他の医薬品 

(2）化成品事業：酸化防止剤、有機過酸化物、殺菌剤、医薬原体、その他の化成品 

(3）その他事業：不動産賃貸業、物流・倉庫業 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めるべき配賦不能営業費用はありません。 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 （注）１ 事業区分の方法 

製品の種類・性質等を基準として「医薬品事業」及び「その他事業」にセグメンテーションしております。

２ 各事業区分の主要製品及び役務の内容 

(1）医薬品事業：神経系用医薬品、循環器官用医薬品、呼吸器官用医薬品、消化器官用医薬品、 

代謝性医薬品、生物学的製剤、その他の医薬品 

(2）その他事業：化成品、不動産賃貸業、物流・倉庫業 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めるべき配賦不能営業費用はありません。 

  
医薬品事業 
（百万円） 

化成品事業 
（百万円） 

その他事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上

高 
95,979 16,001 227 112,207 － 112,207 

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
91 4,824 956 5,871 (5,871) － 

計 96,070 20,825 1,183 118,078 (5,871) 112,207 

営業費用 76,692 20,055 802 97,549 (5,918) 91,631 

営業利益 19,378 770 381 20,529 47 20,576 

  
医薬品事業 
（百万円） 

その他事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上

高 
105,357 8,584 113,941 － 113,941 

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
－ 1,034 1,034 (1,034) － 

計 105,357 9,618 114,975 (1,034) 113,941 

営業費用 84,990 8,746 93,736 (1,086) 92,650 

営業利益 20,367 872 21,239 52 21,291 



４ 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 １ たな卸資産（製商品）の評価基準」に

記載のとおり、当中間連結会計期間から製品及び商品の評価基準を原価法から低価法に変更しております。

なお、この変更による事業の種類別セグメント情報に与える影響は軽微であります。 

５ 「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 ３ 固定資産の減価償却方法」に記載のと

おり、当中間連結会計期間から平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更しております。なお、この変更による事業の種類別セグメント情報に与える

影響は軽微であります。  

（事業区分の方法の変更）  

当社は、田辺製薬株式会社との合併に伴い、事業区分について統一を図るため、当中間連結会計期間より全

体の事業区分を「医薬品事業」、「化成品事業」、「その他事業」の３区分から「医薬品事業」、「その他事

業」の２区分に変更し、化成品を「その他事業」に含めております。また同時に、前連結会計年度まで「化成

品事業」に含めておりました医薬原体につきましては、当社グループの事業内容をより適切に反映させるため

に、「医薬品事業」に含めることといたしました。 

 なお、従来の事業区分によった場合は、以下のとおりであります。 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 （注）１ 事業区分の方法 

製品の種類による区分として「医薬品事業」及び「化成品事業」に、役務提供に係るものを「その他事業」

にセグメンテーションしております。 

２ 各事業区分の主要製品及び役務の内容 

(1）医薬品事業：神経系用医薬品、循環器官用医薬品、呼吸器官用医薬品、消化器官用医薬品、 

代謝性医薬品、生物学的製剤、その他の医薬品 

(2）化成品事業：酸化防止剤、有機過酸化物、殺菌剤、医薬原体、その他の化成品 

(3）その他事業：不動産賃貸業、物流・倉庫業 

３ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 ２ 役員賞与に関する会計基準」に記載のとお

り、当連結会計年度から「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号 平成17年11月29日）を適用

しております。なお、この変更による事業の種類別セグメント情報に与える影響は軽微であります。 

  
医薬品事業 
（百万円） 

化成品事業 
（百万円） 

その他事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上

高 
98,749 14,743 449 113,941 － 113,941 

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
71 4,643 1,176 5,890 (5,890) － 

計 98,820 19,386 1,625 119,831 (5,890) 113,941 

営業費用 78,607 18,691 1,283 98,581 (5,931) 92,650 

営業利益 20,213 695 342 21,250 41 21,291 

  
医薬品事業 
（百万円） 

化成品事業 
（百万円） 

その他事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上

高 
193,848 33,213 456 227,517 － 227,517 

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
105 9,485 1,844 11,434 (11,434) － 

計 193,953 42,698 2,300 238,951 (11,434) 227,517 

営業費用 156,057 41,425 1,591 199,073 (11,511) 187,562 

営業利益 37,896 1,273 709 39,878 77 39,955 



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載

を省略しております。 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載

を省略しております。 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載

を省略しております。 



【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 



（１株当たり情報） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額 518円32銭

１株当たり中間純利益金

額 
29円69銭

１株当たり純資産額 539円56銭

１株当たり中間純利益金

額 
22円73銭

１株当たり純資産額 531円95銭

１株当たり当期純利益金

額 
53円02銭

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式

がないため、記載しておりません。 

算定上の基礎は以下のとおりであり

ます。 

１株当たり純資産額 

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式

がないため、記載しておりません。 

算定上の基礎は以下のとおりであり

ます。 

１株当たり純資産額 

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式

がないため、記載しておりません。 

算定上の基礎は以下のとおりであり

ます。 

１株当たり純資産額 

純資産の部の合計額 247,482百万円 

純資産の部の合計額か
ら控除する金額 

9,864百万円 

（うち少数株主持分） (9,864百万円)

普通株式に係る中間期
末の純資産額 

237,618百万円 

１株当たり純資産額の
算定に用いられた中間
期末の普通株式の数 

458,434,883株 

純資産の部の合計額 260,488百万円 

純資産の部の合計額か
ら控除する金額 

13,136百万円 

（うち少数株主持分） (13,136百万円)

普通株式に係る中間期
末の純資産額 

247,352百万円 

１株当たり純資産額の
算定に用いられた中間
期末の普通株式の数 

458,434,883株 

純資産の部の合計額 253,242百万円 

純資産の部の合計額か
ら控除する金額 

9,377百万円 

（うち少数株主持分） (9,377百万円)

普通株式に係る期末の
純資産額 

243,865百万円 

１株当たり純資産額の
算定に用いられた期末
の普通株式の数 

458,434,883株 

１株当たり中間純利益 １株当たり中間純利益 １株当たり当期純利益 

中間純利益 13,612百万円 

普通株主に帰属しな
い金額 

－百万円 

普通株式に係る中間
純利益 

13,612百万円 

普通株式の期中平均
株式数 

458,434,883株 

中間純利益 10,418百万円 

普通株主に帰属しな
い金額 

－百万円 

普通株式に係る中間
純利益 

10,418百万円 

普通株式の期中平均
株式数 

458,434,883株 

当期純利益 24,305百万円 

普通株主に帰属しな
い金額 

－百万円 

普通株式に係る当期
純利益 

24,305百万円 

普通株式の期中平均
株式数 

458,434,883株 



（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

―――――― １． 当社は、平成19年10月１日を

もって、田辺製薬株式会社を存

続会社、当社を消滅会社とする

吸収合併により合併いたしまし

た。 

 当該合併は、「企業結合に係

る会計基準」（企業会計審議会 

平成15年10月31日） 三 企業結

合に係る会計基準 ２．取得の

会計処理 (6)個別財務諸表上の

会計処理 ③合併の規定により

逆取得に該当するため、連結財

務諸表上は消滅会社である当社

を取得企業としてパーチェス法

を適用いたします。 

 当社は、平成19年４月27日開催の

取締役会における決議を経て、同

日、田辺製薬株式会社との間で合併

契約書を締結いたしました。当該合

併契約書につきましては、田辺製薬

株式会社では、平成19年６月26日開

催の第103回定時株主総会において、

当社では、平成19年６月22日の第６

回定時株主総会（書面決議）におい

て承認を得ております。 

  （パーチェス法適用） 

(1) 被取得企業の名称および事業の

内容、企業結合を行った主な理

由、企業結合日、企業結合の法

的形式、結合後企業の名称およ

び取得した議決権比率 

 ① 被取得企業の名称および事業

の内容 

名称 田辺製薬株式会社 

事業の内容 

医療用医薬品・一般用

医薬品・診断薬・化成

品等の製造・販売 

（パーチェス法適用） 

１ 被取得企業の名称および事業の

内容、企業結合を行った主な理

由、企業結合日、企業結合の法

的形式、結合後企業の名称およ

び取得した議決権比率 

(1）被取得企業の名称および事業

の内容 

名称 田辺製薬株式会社 

事業の内容 

医療用医薬品・一般用

医薬品・診断薬・化成

品等の製造・販売 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

   ② 企業結合を行った主な理由 

 医薬品産業は、高齢化社会の

到来による医療ニーズの増大と

生命科学に関する技術革新の進

展により、今後の日本経済の成

長を支える最重要産業であると

位置づけられております。一

方、医療財政の逼迫による医療

費抑制策の浸透により、グロー

バルな競争に劣後する製薬企業

は淘汰されていく恐れがあるも

のと見られております。 

 こうした錯綜する環境見通し

のなか、当社は、海外事業展開

の強化および三菱化学グループ

と連携をはかり、診断・検査技

術との融合による個別化医療に

貢献する特色ある企業集団の構

築を、田辺製薬株式会社は、自

社オリジナル品の研究開発の促

進および医療ニーズに対応した

事業機会・成長機会への挑戦

を、それぞれ基本戦略として掲

げ推進しております。 

 当社と田辺製薬株式会社は、

創薬力の更なる強化と海外事業

展開の加速化をはかるととも

に、今後の医療の変化に積極的

に対応して事業機会を追求する

という共通の目標を有しており

ます。 

 その実現のためには、事業規

模の拡大と経営基盤の強化によ

り、国内トップクラスの製薬企

業へのステップアップが不可欠

であるとの認識で一致し、今

般、両社は、グローバル新薬の

創製と新たな事業機会への挑戦

に向けて、合併契約書を締結い

たしました。 

(2）企業結合を行った主な理由 

 医薬品産業は、高齢化社会の

到来による医療ニーズの増大と

生命科学に関する技術革新の進

展により、今後の日本経済の成

長を支える最重要産業であると

位置づけられております。一

方、医療財政の逼迫による医療

費抑制策の浸透により、グロー

バルな競争に劣後する製薬企業

は淘汰されていく恐れがあるも

のと見られております。 

 こうした錯綜する環境見通し

のなか、当社は、海外事業展開

の強化および三菱化学グループ

と連携をはかり、診断・検査技

術との融合による個別化医療に

貢献する特色ある企業集団の構

築を、田辺製薬株式会社は、自

社オリジナル品の研究開発の促

進および医療ニーズに対応した

事業機会・成長機会への挑戦

を、それぞれ基本戦略として掲

げ推進しております。 

 当社と田辺製薬株式会社は、

創薬力の更なる強化と海外事業

展開の加速化をはかるととも

に、今後の医療の変化に積極的

に対応して事業機会を追求する

という共通の目標を有しており

ます。 

 その実現のためには、事業規

模の拡大と経営基盤の強化によ

り、国内トップクラスの製薬企

業へのステップアップが不可欠

であるとの認識で一致し、今

般、両社は、グローバル新薬の

創製と新たな事業機会への挑戦

に向けて、合併契約書を締結い

たしました。 

   ③ 企業結合日 

平成19年10月１日 

(3）企業結合日 

平成19年10月１日 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

   ④ 企業結合の法的形式 

 田辺製薬株式会社を存続会社

とし、当社を消滅会社として、

吸収合併により合併いたしまし

た。 

(4）企業結合の法的形式 

 田辺製薬株式会社を存続会社

とし、当社を消滅会社として、

吸収合併により合併いたしま

す。 

   ⑤ 結合後企業の名称 

田辺三菱製薬株式会社 

（英文名 Mitsubishi 

Tanabe Pharma Corporation） 

(5）結合後企業の名称 

田辺三菱製薬株式会社 

（英文名 Mitsubishi 

Tanabe Pharma Corporation) 

   ⑥ 取得した議決権比率 

56.4％ 

(6）取得した議決権比率 

56.4％ 

  (2) 被取得企業の取得原価およびそ

の内訳、発行する株式の種類お

よび合併比率、その算定方法な

らびに交付株式数 

 ① 被取得企業の取得原価および

その内訳 

取得の対価 田辺製薬株式会

社の普通株式 

399,461百万円 

取得に直接要した支出     

  493百万円 

取得原価  399,954百万円 

 ② 株式の種類および合併比率 

株式の種類 普通株式 

合併比率  田辺製薬株式会

社１：当社0.69 

２ 発行する株式の種類および合併

比率、その算定方法ならびに交

付予定の株式数 

(1）株式の種類および合併比率 

株式の種類 普通株式 

合併比率  田辺製薬株式会

社１：当社0.69 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

   ③ 合併比率の算定方法 

 当社および田辺製薬株式会社

は、本合併に用いられる合併比

率の算定にあたって公平性を期

すため、当社は野村證券株式会

社（以下、「野村證券」）を、

田辺製薬株式会社はメリルリン

チ日本証券株式会社（以下、

「メリルリンチ」）をファイナ

ンシャル・アドバイザーとして

任命しそれぞれ合併比率の算定

を依頼いたしました。 

 野村證券は、当社については

類似会社比較分析、ＤＣＦ（デ

ィスカウンテッド・キャッシュ

フロー）分析等を、田辺製薬株

式会社については市場株価分

析、類似会社比較分析、ＤＣＦ

分析等を行っております。メリ

ルリンチは、本合併の諸条件等

を分析した上で、ＤＣＦ法、類

似企業比較分析、類似取引比較

分析、市場株価平均法分析、利

益貢献度分析、過去の統合事例

分析、希薄化増大化分析などを

総合的に勘案して意見表明を行

っております。 

 当社は、野村證券による合併

比率の算定結果を参考に、田辺

製薬株式会社は、メリルリンチ

による合併比率の算定結果を参

考に、またそれぞれ両社の財務

状況や財務予測、両社の株価動

向等の要因を勘案し、両社で協

議を重ねた結果、最終的に上記

合併比率が妥当であるとの判断

に至り合意いたしました。 

(2）合併比率の算定方法 

 当社および田辺製薬株式会社

は、本合併に用いられる合併比

率の算定にあたって公平性を期

すため、当社は野村證券株式会

社（以下、「野村證券」）を、

田辺製薬株式会社はメリルリン

チ日本証券株式会社（以下、

「メリルリンチ」）をファイナ

ンシャル・アドバイザーとして

任命しそれぞれ合併比率の算定

を依頼いたしました。 

 野村證券は、当社については

類似会社比較分析、ＤＣＦ（デ

ィスカウンテッド・キャッシュ

フロー）分析等を、田辺製薬株

式会社については市場株価分

析、類似会社比較分析、ＤＣＦ

分析等を行っております。メリ

ルリンチは、本合併の諸条件等

を分析した上で、ＤＣＦ法、類

似企業比較分析、類似取引比較

分析、市場株価平均法分析、利

益貢献度分析、過去の統合事例

分析、希薄化増大化分析などを

総合的に勘案して意見表明を行

っております。 

 当社は、野村證券による合併

比率の算定結果を参考に、田辺

製薬株式会社は、メリルリンチ

による合併比率の算定結果を参

考に、またそれぞれ両社の財務

状況や財務予測、両社の株価動

向等の要因を勘案し、両社で協

議を重ねた結果、最終的に上記

合併比率が妥当であるとの判断

に至り合意いたしました。 

   ④ 交付株式数 

316,320,069株 

 田辺製薬株式会社は、このう

ち22,500,000株については、同

社の保有する自己株式を充当

し、293,820,069株を新規に発行

いたしました。 

  

 なお、合併会社は株式会社三菱

ケミカルホールディングスの連結

子会社であります。 

(3）交付予定の株式数 

316,320,069株 

 田辺製薬株式会社は、このう

ち22,500,000株については、同

社の保有する自己株式を充当

し、293,820,069株を新規に発行

いたします。 

 



前中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

    ３ 実施する会計処理の概要 

 「企業結合に係る会計基準」

（企業会計審議会 平成15年10月

31日） 三 企業結合に係る会計

基準 ２．取得の会計処理 (6）

個別財務諸表上の会計処理 ③ 

合併の規定により逆取得に該当す

るため、連結財務諸表上は消滅会

社である当社を取得企業としてパ

ーチェス法を適用いたします。 

  

 なお、合併会社は株式会社三菱

ケミカルホールディングスの連結

子会社となる予定であります。 

  ２． 「１ 中間連結財務諸表等 (2)

その他 重要な訴訟事件等」に記

載しておりますＨＣＶ（Ｃ型肝

炎ウィルス）感染被害損害賠償

請求訴訟につきまして、大阪高

等裁判所から、平成19年11月７

日に和解勧告が出され、同12月

13日には和解骨子案が提示され

ております。 

  これを受け当社及び株式会社

ベネシスは、本和解骨子案を真

摯に受け止め、前向きに検討し

てまいりたいと考えておりま

す。 

  なお、当社が負担すべき和解

金額につきましては、全体の対

象人数の把握など現時点では不

確定な部分が多く、合理的に見

積もることが困難な状況であり

ます。当中間連結会計期間末現

在、同日時点の原告を対象に各

地方裁判所の判決を基準として

訴訟損失引当金を計上しており

ますが、今後の状況により負担

が増える可能性があります。 

  

  

  



(2）【その他】 

重要な訴訟事件等 

［ＨＩＶ（ヒト免疫不全ウィルス）感染被害損害賠償請求訴訟］ 

 旧株式会社ミドリ十字は、抗血友病製剤（非加熱濃縮製剤）を使用したことでＨＩＶ（人免疫不全ウィルス）

に感染し、損害を受けたとする人々より、国及び他の製薬会社等４社とともに損害賠償請求訴訟の提起を受けて

おりましたが、当社は平成10年４月１日付けの同社との合併によりこれらの訴訟を承継いたしました。 

 当該訴訟は、平成８年３月29日の最初の和解以降平成19年９月30日までに、原告患者1,379名との和解が成立

しております。 

 当社は、抗血友病製剤（非加熱濃縮製剤）によるＨＩＶ感染問題の和解による早期全面解決のため、引続き誠

意をもって対応していく所存であります。 

［ＨＣＶ（Ｃ型肝炎ウィルス）感染被害損害賠償請求訴訟］ 

 当社及び株式会社ベネシスは、平成14年10月21日以降、旧株式会社ミドリ十字が製造販売したフィブリノゲン

製剤または非加熱第Ⅸ因子製剤を使用したことによりＨＣＶ（Ｃ型肝炎ウィルス）に感染し、損害を受けたとす

る人々より、国等とともに損害賠償請求訴訟の提起を受けております。 

平成19年９月30日現在、当社及び株式会社ベネシスにかかる原告は162名であり、国とともに支払うよう請求さ

れている損害賠償請求金額は、9,746百万円であります。なお、原告は今後増加する可能性があります。 

 また、平成19年９月30日現在、地方裁判所にて言い渡された判決の概要は次のとおりであります。 

 (注)原告数及び損害賠償請求額は、当社及び株式会社ベネシスが提訴を受けている分に限定しております。 

 当社及び株式会社ベネシスは、当社及び株式会社ベネシスの主張が認められていない点があること、また訴訟

が係争中であること等を総合的に勘案し、さらに上級審において司法の判断を仰ぎたいと考え、各高等裁判所に

それぞれ控訴しております。 

［米国ＨＩＶ（ヒト免疫不全ウィルス）等感染被害損害賠償請求訴訟］ 

 100％出資の米国子会社であるアルファ・テラピゥティク・コーポレーションは、1980年代に販売した非加熱

血液製剤によりＨＩＶ等に感染したとして、主として米国非居住者（欧州他）から米国の他の血液製剤メーカー

３社とともに、米国で提訴（集団訴訟）されております。平成19年９月30日現在の訴訟は114件であり、現在証

拠開示手続きが進行中であります。 

 同社は過去に米国の他の血液製剤メーカー３社とともに米国内ＨＩＶ集団訴訟を受け、和解しておりますが、

同社負担のほとんどが製造物賠償責任保険でカバーされております。今回の訴訟に関しましても、同様に付保し

ております。 

裁判所名 
原告数 

(名) 

損害賠償 

請求額 

（百万円） 

判決日 
対象原告数

（名） 

請求認容 

総額 

（百万円） 

対象となる被告 

 大阪地方裁判所 13 759 平成18年６月21日 
5 136   国、当社及び株式会社ベネシス  

4 119   当社及び株式会社ベネシス  

 福岡地方裁判所  18 1,166 平成18年８月30日 11 168   国、当社及び株式会社ベネシス   

 東京地方裁判所(注) 19 1,210 平成19年３月23日 
6 123   国、当社及び株式会社ベネシス   

7 136   当社及び株式会社ベネシス   

 名古屋地方裁判所

(注) 
8 539 平成19年７月31日 7 116   国、当社及び株式会社ベネシス   

 仙台地方裁判所 6 297 平成19年９月７日 1 11   当社及び株式会社ベネシス    



２【中間財務諸表等】 

(1）【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

    
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１ 現金及び預金   6,031   25,907 6,440   

２ 受取手形 ※７ 205   204 220   

３ 売掛金 ※７ 59,889   61,090 61,807   

４ たな卸資産   20,454   19,280 20,004   

５ 短期貸付金   63,686   48,694 72,557   

６ 関係会社短期
貸付金 

※10 14,800   13,783 13,472   

７ 繰延税金資産   12,175   11,160 10,704   

８ その他   3,513   6,966 5,678   

流動資産合計     180,757 62.9 187,086 62.7   190,886 64.7

Ⅱ 固定資産           

(1）有形固定資産 ※１         

１ 建物   12,922   11,777 12,397   

２ 機械及び装
置 

  3,391   2,602 2,924   

３ 土地   8,400   8,309 8,315   

４ 建設仮勘定   51   110 9   

５ その他   4,691   4,206 4,301   

有形固定資産
合計 

    29,458 (10.3) 27,006 (9.1)   27,947 (9.5)

(2）無形固定資産     1,508 (0.5) 1,846 (0.6)   1,169 (0.4)

(3）投資その他の
資産 

          

１ 投資有価証
券 

  16,567   13,351 14,464   

２ 関係会社株
式 

  45,469   49,632 45,469   

３ 前払年金費
用 

  6,491   13,668 9,496   

４ その他 ※2,4 6,946   5,799 5,597   

貸倒引当金   △24   △20 △20   

投資その他の
資産合計 

    75,450 (26.3) 82,432 (27.6)   75,007 (25.4)

固定資産合計     106,416 37.1 111,285 37.3   104,124 35.3

資産合計     287,174 100.0 298,371 100.0   295,010 100.0

            
 



    
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１ 支払手形 ※７ 585   522 600   

２ 買掛金 ※７ 19,052   15,820 18,103   

３ 短期借入金 ※９ 9,489   10,374 9,870   

４ 未払金 ※７ 10,958   9,251 11,984   

５ 未払法人税等   1,771   4,410 1,519   

６ 未払消費税等 ※８ 766   736 1,235   

７ 未払費用   908   907 1,470   

８ 賞与引当金   5,697   5,853 5,799   

９ 返品調整引当
金 

  148   88 134   

10 売上割戻引当
金 

  1,095   1,179 1,049   

11 ＨＩＶ訴訟和
解損失引当金 

  1,343   1,343 1,343   

12 その他   379   1,958 796   

流動負債合計     52,197 18.2 52,446 17.6   53,909 18.3

Ⅱ 固定負債           

１ 繰延税金負債   1,383   2,453 1,153   

２ 退職給付引当
金 

  2,716   2,899 2,959   

３ 役員退職給与
引当金 

  388   － 396   

４ ＨＣＶ訴訟損
失引当金 

  －   2,135 2,092   

５ その他   333   279 283   

固定負債合計     4,822 1.7 7,766 2.6   6,885 2.3

負債合計     57,019 19.9 60,213 20.2   60,794 20.6

 



    
前中間会計期間末 

（平成18年９月30日） 
当中間会計期間末 

（平成19年９月30日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

(1）資本金     30,560 10.7 5,738 1.9   30,560 10.4

(2）資本剰余金           

１ 資本準備金   70,964   － 70,964   

２ その他資本
剰余金 

  9   95,796 9   

資本剰余金合
計 

    70,974 24.7 95,796 32.1   70,974 24.0

(3）利益剰余金           

１ 利益準備金   5,561   5,561 5,561   

２ その他利益
剰余金 

          

特別償却準
備金 

  711   327 478   

固定資産圧
縮積立金 

  346   315 331   

別途積立金   81,693   81,693 81,693   

繰越利益剰
余金 

  33,818   44,538 39,439   

利益剰余金合
計 

    122,130 42.5 132,435 44.4   127,504 43.2

株主資本合計     223,665 77.9 233,970 78.4   229,039 77.6

Ⅱ 評価・換算差額
等 

          

(1）その他有価証
券評価差額金 

    6,486 2.2 4,188 1.4   5,177 

(2）繰延ヘッジ損
益 

    2 0.0 －   △0 

評価・換算差額
等合計 

    6,489 2.2 4,188 1.4   5,176 1.8

純資産合計     230,154 80.1 238,158 79.8   234,216 79.4

負債純資産合計     287,174 100.0 298,371 100.0   295,010 100.0

            



②【中間損益計算書】 

    
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度の 
要約損益計算書 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高     91,956 100.0 94,120 100.0   184,173 100.0 

Ⅱ 売上原価     29,969 32.6 30,267 32.2   59,570 32.3 

売上総利益     61,987 67.4 63,852 67.8   124,603 67.7 

返品調整引当
金戻入額 

    151 0.2 134 0.2   151 0.1 

返品調整引当
金繰入額 

    148 0.2 88 0.1   134 0.1 

差引売上総利
益 

    61,990 67.4 63,899 67.9   124,619 67.7 

Ⅲ 販売費及び一般
管理費 

    45,473 49.4 46,446 49.4   93,037 50.6 

営業利益     16,517 18.0 17,452 18.5   31,582 17.1 

Ⅳ 営業外収益 ※１   2,144 2.3 2,948 3.1   3,665 2.0 

Ⅴ 営業外費用 ※２   602 0.7 725 0.7   1,395 0.7 

経常利益     18,059 19.6 19,675 20.9   33,851 18.4 

Ⅵ 特別利益 ※３   1,462 1.6 136 0.1   2,836 1.5 

Ⅶ 特別損失 ※４   233 0.2 2,770 2.9   2,759 1.5 

税引前中間(当
期)純利益 

    19,289 21.0 17,041 18.1   33,928 18.4 

法人税、住民
税及び事業税 

  4,499   4,159 8,158   

法人税等調整
額 

  2,048 6,547 7.1 1,431 5,590 5.9 4,164 12,322 6.7 

中間（当期）
純利益 

    12,741 13.9 11,451 12.2   21,605 11.7 

            



③【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 （注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

利益 
剰余金 
合計 

株主資本 
合計 資本 

準備金 

その他 
資本 
剰余金 

資本 
剰余金 
合計 

利益 
準備金 

その他利益剰余金 

特別 
償却 

準備金 

固定 
資産 
圧縮 
積立金 

別途 
積立金 

繰越利益 
剰余金 

平成18年３月31日残高 
（百万円） 

30,560 70,964 9 70,974 5,561 864 635 81,693 27,738 116,493 218,028 

中間会計期間中の変動額           

剰余金の配当（注）       △7,080 △7,080 △7,080 

役員賞与（注）       △24 △24 △24 

特別償却準備金の取崩(注)       △321 321 － － 

固定資産圧縮積立金の取崩
（注） 

      △274 274 － － 

特別償却準備金の積立(注)       350 △350 － － 

特別償却準備金の取崩       △182 182 － － 

固定資産圧縮積立金の取崩       △15 15 － － 

中間純利益       12,741 12,741 12,741 

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額(純額) 

          

中間会計期間中の変動額合計
（百万円） 

－ － － － － △153 △289 － 6,079 5,637 5,637 

平成18年９月30日残高 
（百万円） 

30,560 70,964 9 70,974 5,561 711 346 81,693 33,818 122,130 223,665 

  

評価・換算差額等 

純資産合計 その他 
有価証券 

評価差額金 
繰延ヘッジ損益 

評価・換算 
差額等合計 

平成18年３月31日残高 
（百万円） 

6,901 － 6,901 224,929 

中間会計期間中の変動額   

剰余金の配当（注）   △7,080 

役員賞与（注）   △24 

特別償却準備金の取崩(注)   － 

固定資産圧縮積立金の取崩
（注） 

  － 

特別償却準備金の積立(注)   － 

特別償却準備金の取崩   － 

固定資産圧縮積立金の取崩   － 

中間純利益   12,741 

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額(純額) 

△415 2 △412 △412 

中間会計期間中の変動額合計
（百万円） 

△415 2 △412 5,224 

平成18年９月30日残高 
（百万円） 

6,486 2 6,489 230,154 



当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

（注）平成19年６月の定時株主総会決議に基づく資本金及び資本準備金のその他資本剰余金への振替であります。 

  

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

利益 
剰余金 
合計 

株主資本 
合計 資本 

準備金 

その他 
資本 

剰余金 

資本 
剰余金 
合計 

利益 
準備金 

その他利益剰余金 

特別 
償却 
準備金 

固定 
資産 
圧縮 

積立金 

別途 
積立金 

繰越 
利益 

剰余金 

平成19年３月31日残高 
（百万円） 

30,560 70,964 9 70,974 5,561 478 331 81,693 39,439 127,504 229,039

中間会計期間中の変動額           

資本金からその他資本剰余
金への振替（注） 

△24,822   24,822 24,822     －

資本準備金からその他資本
剰余金への振替（注） 

  △70,964 70,964 －     －

剰余金の配当       △6,520 △6,520 △6,520

特別償却準備金の取崩       △151 151 － －

固定資産圧縮積立金の取崩       △16 16 － －

中間純利益       11,451 11,451 11,451

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額(純額) 

          

中間会計期間中の変動額合計
（百万円） 

△24,822 △70,964 95,786 24,822 － △151 △16 － 5,098 4,931 4,931

平成19年９月30日残高 
（百万円） 

5,738 － 95,796 95,796 5,561 327 315 81,693 44,538 132,435 233,970

  

評価・換算差額等 

純資産合計 その他 
有価証券 

評価差額金 
繰延ヘッジ損益 

評価・換算 
差額等合計 

平成19年３月31日残高 
（百万円） 

5,177 △0 5,176 234,216

中間会計期間中の変動額   

資本金からその他資本剰余
金への振替（注） 

  －

資本準備金からその他資本
剰余金への振替（注） 

  －

剰余金の配当   △6,520

特別償却準備金の取崩   －

固定資産圧縮積立金の取崩   －

中間純利益   11,451

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額(純額) 

△989 0 △988 △988

中間会計期間中の変動額合計
（百万円） 

△989 0 △988 3,942

平成19年９月30日残高 
（百万円） 

4,188 － 4,188 238,158



前事業年度の株主資本等変動計算書（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本 
合計 資本 

準備金 

その他 
資本 
剰余金 

資本 
剰余金 
合計 

利益 
準備金 

その他利益剰余金 

利益 
剰余金 
合計 

特別 
償却 

準備金 

固定 
資産 
圧縮 
積立金 

別途 
積立金 

繰越利益 
剰余金 

平成18年３月31日残高 
（百万円） 

30,560 70,964 9 70,974 5,561 864 635 81,693 27,738 116,493 218,028 

事業年度中の変動額           

剰余金の配当（注）       △7,080 △7,080 △7,080 

役員賞与（注）       △24 △24 △24 

特別償却準備金の取崩(注)       △321 321 － － 

固定資産圧縮積立金の取崩
（注） 

      △274 274 － － 

特別償却準備金の積立(注)       350 △350 － － 

剰余金の配当       △3,490 △3,490 △3,490 

特別償却準備金の取崩       △414 414 － － 

固定資産圧縮積立金の取崩       △30 30 － － 

当期純利益       21,605 21,605 21,605 

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 

          

事業年度中の変動額合計 
（百万円） 

－ － － － － △385 △304 － 11,700 11,010 11,010 

平成19年３月31日残高 
（百万円） 

30,560 70,964 9 70,974 5,561 478 331 81,693 39,439 127,504 229,039 

  

評価・換算差額等 

純資産合計 その他 
有価証券 

評価差額金 
繰延ヘッジ損益 

評価・換算 
差額等合計 

平成18年３月31日残高 
（百万円） 

6,901 － 6,901 224,929 

事業年度中の変動額   

剰余金の配当（注）   △7,080 

役員賞与（注）   △24 

特別償却準備金の取崩(注)   － 

固定資産圧縮積立金の取崩
（注） 

  － 

特別償却準備金の積立(注)   － 

剰余金の配当   △3,490 

特別償却準備金の取崩   － 

固定資産圧縮積立金の取崩   － 

当期純利益   21,605 

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 

△1,723 △0 △1,724 △1,724 

事業年度中の変動額合計 
（百万円） 

△1,723 △0 △1,724 9,286 

平成19年３月31日残高 
（百万円） 

5,177 △0 5,176 234,216 



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１ 資産の評価基準及び評

価方法 

(1）有価証券 

満期保有目的の債券 

償却原価法(定額法) 

(1）有価証券 

満期保有目的の債券 

  同左 

(1）有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

  子会社株式及び関連会

社株式 

移動平均法による原

価法 

子会社株式及び関連会

社株式 

同左 

子会社株式及び関連会

社株式 

同左 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

…中間期末日の市

場価格等に基づ

く時価法（評価

差額は全部純資

産直入法により

処理し、売却原

価は移動平均法

により算定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

…決算期末日の市

場価格等に基づ

く時価法（評価

差額は全部純資

産直入法により

処理し、売却原

価は移動平均法

により算定） 

  時価のないもの 

…移動平均法によ

る原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

  (2）デリバティブ 

時価法 

(2）デリバティブ 

同左 

(2）デリバティブ 

同左 

  (3）たな卸資産 

商品、製品、原材料、

仕掛品、貯蔵品 

総平均法による原価法 

(3）たな卸資産 

  商品、製品 

  総平均法による低価法 

  原材料他 

  総平均法による原価法 

(3）たな卸資産 

  商品、製品、原材料、 

  仕掛品、貯蔵品 

  総平均法による原価法 

２ 固定資産の減価償却の

方法 

(1）有形固定資産 

定率法 

ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建

物（建物附属設備を除

く）については、定額

法によっております。 

なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。 

(1）有形固定資産 

同左 

(1）有形固定資産 

同左 

  建物及び

構築物 
10～50年

機械装置

及び工具

器具備品 

４～８年

    

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  (2）無形固定資産 

定額法 

なお、ソフトウェア

（自社利用分）につい

ては、社内における利

用可能期間（主として

５年）に基づく定額法

によっております。 

(2）無形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

同左 

  (3）長期前払費用 

均等償却 

(3）長期前払費用 

同左 

(3）長期前払費用 

同左 

３ 引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損

失に備えるため、回収

不能見込額を計上して

おります。 

(1）貸倒引当金 

同左 

(1）貸倒引当金 

同左 

  ａ 一般債権 

貸倒実績率法 

    

  ｂ 貸倒懸念債権及び破

産更生債権 

財務内容評価法 

    

  (2）賞与引当金 

将来の従業員賞与の支

給に備えるため、支給

見込額に基づき当中間

期に見合う分を計上し

ております。 

(2）賞与引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

将来の従業員賞与の支

給に備えるため、支給

見込額に基づき当期に

見合う分を計上してお

ります。 

  (3）返品調整引当金 

販売した製商品の返品

によって生じる損失に

備えるため、中間期末

の売上債権に対し実績

による返品率及び売買

利益率を乗じた額を計

上しております。 

(3）返品調整引当金 

同左 

(3）返品調整引当金 

販売した製商品の返品

によって生じる損失に

備えるため、期末の売

上債権に対し実績によ

る返品率及び売買利益

率を乗じた額を計上し

ております。 

  (4）売上割戻引当金 

販売した製商品につい

て将来発生する売上割

戻に備えるため、中間

期末売掛金等に対し

て、直近の売上割戻金

等の実績率を乗じた金

額を計上しておりま

す。 

(4）売上割戻引当金 

同左 

(4）売上割戻引当金 

販売した製商品につい

て将来発生する売上割

戻に備えるため、期末

売掛金等に対して、直

近の売上割戻金等の実

績率を乗じた金額を計

上しております。 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  (5）ＨＩＶ訴訟和解損失引

当金 

ＨＩＶ感染被害損害賠

償請求訴訟における今

後の和解金（弁護士費

用等を含む）の支払い

に備えて、将来支出す

べき見積額を計上して

おります。見積額につ

いては、当中間期末現

在のＨＩＶ訴訟原告並

びに未提訴の抗血友病

製剤（非加熱濃縮製

剤）の使用によるＨＩ

Ｖ感染患者を対象に、

平成８年３月締結の和

解に関する確認書及び

現在までの和解実績を

基準として算出した額

を計上しております。 

(5）ＨＩＶ訴訟和解損失引

当金 

同左 

(5）ＨＩＶ訴訟和解損失引

当金 

ＨＩＶ感染被害損害賠

償請求訴訟における今

後の和解金（弁護士費

用等を含む）の支払い

に備えて、将来支出す

べき見積額を計上して

おります。見積額につ

いては、当期末現在の

ＨＩＶ訴訟原告並びに

未提訴の抗血友病製剤

（非加熱濃縮製剤）の

使用によるＨＩＶ感染

患者を対象に、平成８

年３月締結の和解に関

する確認書および現在

までの和解実績を基準

として算出した額を計

上しております。 

  (6）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備

えるため、当期末にお

ける退職給付債務及び

年金資産の見込額に基

づき、当中間期末にお

いて発生していると認

められる額を計上して

おります。 

過去勤務債務は、発生

時に一括処理しており

ます。 

数理計算上の差異は、

各期の発生時における

従業員の平均残存勤務

期間以内の一定年数

（５年）による定額法

により按分した額をそ

れぞれ発生の翌期から

費用処理しておりま

す。 

(6）退職給付引当金 

   同左 

  

  

(6）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備

えるため、当期末にお

ける退職給付債務及び

年金資産の見込額に基

づき、当期末において

発生していると認めら

れる額を計上しており

ます。 

過去勤務債務は、発生

時に一括処理しており

ます。 

数理計算上の差異は、

各期の発生時における

従業員の平均残存勤務

期間以内の一定年数

（５年）による定額法

により按分した額をそ

れぞれ発生の翌期から

費用処理しておりま

す。 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

  (7）役員退職給与引当金 

役員の退職金支給に備

えるため、内規に基づ

く中間期末所要額を計

上しております。 

(7）役員退職給与引当金 

───── 

    (追加情報) 

当社は、平成19年10月

１日の田辺製薬株式会

社との合併により消滅

会社となるため、合併

期日の前日の役員に対

し退職金を支給してお

り、役員退職給与引当

金は当該支給に全額充

当しております。 

(7）役員退職給与引当金 

役員の退職金支給に備

えるため、内規に基づ

く期末所要額を計上し

ております。 

  (8）  ──── (8）ＨＣＶ訴訟損失引当金 

  当社は、平成14年10月 

  21日以降、旧株式会社 

  ミドリ十字が製造販売 

  したフィブリノゲン製

  剤または非加熱第Ⅸ因 

  子製剤を使用したこと 

  によりＨＣＶ（Ｃ型肝 

  炎ウィルス）に感染 

  し、損害を受けたとす 

  る人々より、国等とと 

  もに損害賠償請求訴訟 

  の提起を受けており、 

  将来発生する可能性の 

  ある当該損失に備え 

  て、当中間期末現在の 

  原告を対象に、現在ま 

  での判決を基準として 

  算出した額を計上して 

  おります。 

(8）ＨＣＶ訴訟損失引当金 

  当社は、平成14年10月 

  21日以降、旧株式会社 

  ミドリ十字が製造販売 

  したフィブリノゲン製

  剤または非加熱第Ⅸ因 

  子製剤を使用したこと 

  によりＨＣＶ（Ｃ型肝 

  炎ウィルス）に感染 

  し、損害を受けたとす 

  る人々より、国等とと 

  もに損害賠償請求訴訟 

  の提起を受けており、 

  将来発生する可能性の 

  ある当該損失に備え 

  て、当期末現在の原告 

  を対象に、現在までの 

  判決を基準として算出 

  した額を計上しており 

  ます。 

  （追加情報） 

  平成19年３月23日付け 

  の東京地方裁判所判決 

  により、第一審段階に 

  おける主な裁判所の判 

  断が示されたことを契 

  機として、当期末より 

  引当金を計上すること 

  といたしました。 

４ リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によってお

ります。 

同左 同左 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

５ ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対

象 

ヘッジ手段…為替予約 

ヘッジ対象…外貨建予

定取引 

② ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対

象 

同左 

  ③ ヘッジ方針 

将来の為替相場の変動

によるリスクを軽減す

る目的でデリバティブ

取引を行っており、投

機的取引は行わない方

針であります。当該取

引を行うに当たって

は、「経理規程」及び

「外国為替予約規則」

に則り経理部財務担当

部門が行っておりま

す。 

③ ヘッジ方針 

同左 

③ ヘッジ方針 

同左 

  ④ ヘッジ有効性評価の方

法 

ヘッジ手段及びヘッジ

対象に関する重要な条

件が一致し、かつヘッ

ジ開始時及びその後も

継続して相場変動又は

キャッシュ・フロー変

動を完全に相殺するも

のと想定することがで

きるため、ヘッジ有効

性の判定は省略してお

ります。 

④ ヘッジ有効性評価の方

法 

同左 

④ ヘッジ有効性評価の方

法 

同左 

 



項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

６ その他中間財務諸表

（財務諸表）作成のた

めの基本となる重要な

事項 

(1）消費税等の会計処理 

税抜方式によっており

ます。 

(1）消費税等の会計処理 

同左 

(1）消費税等の会計処理 

同左 

  (2）連結納税制度の適用 

当社は完全親会社であ

る株式会社三菱ケミカ

ルホールディングスを

連結納税親法人とする

連結納税子法人として

連結納税制度を適用し

ております。 

(2）連結納税制度の適用 

  ──── 

（追加情報） 

当社は、前事業年度ま

で完全親会社である株

式会社三菱ケミカルホ

ールディングスを連結

納税親法人とする連結

納税子法人として連結

納税制度の適用を受け

ておりましたが、当社

が田辺製薬株式会社と

合併したことに伴い、

当社は連結納税子法人

ではなくなったため、

株式会社三菱ケミカル

ホールディングスの連

結納税グループから離

脱しております。 

(2）連結納税制度の適用 

当社は完全親会社であ

る株式会社三菱ケミカ

ルホールディングスを

連結納税親法人とする

連結納税子法人として

連結納税制度を適用し

ております。   



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

たな卸資産（製商品）の評

価基準 

────── 当中間会計期間より、製品

及び商品の評価基準を原価

法から低価法に変更いたし

ました。この変更は、田辺

製薬株式会社との合併に伴

い会計処理の統一を図る必

要があること、また、製品

及び商品について市場価格

の変動を評価額に反映さ

せ、より期間損益の適正化

及び財務健全化を図ること

を目的として行ったもので

あります。 

この変更に伴う評価損は売

上原価に計上しております

が、この変更による損益に

与える影響は軽微でありま

す。 

────── 

固定資産除却損の計上区分

の変更 

────── 当中間会計期間より、田辺

製薬株式会社との合併に伴

い会計処理の統一を図るこ

とを目的として、特別損失

に計上しておりました固定

資産除却損のうち、設備の

更新など経常的に発生する

ものについては、営業外費

用に計上区分を変更いたし

ました。この変更は、期間

損益における損益区分をよ

り明確にするために行った

ものであります。この変更

による損益に与える影響は

軽微であります。 

────── 

固定資産の減価償却方法の

変更 

────── 法人税法の改正に伴い、当

中間会計期間より、平成19

年４月１日以降に取得した

有形固定資産について、改

正後の法人税法に基づく減

価償却の方法に変更してお

ります。この変更による損

益に与える影響は軽微であ

ります。 

────── 

 



表示方法の変更 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準 

当中間会計期間より、「貸

借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準」（企

業会計基準第５号 平成17

年12月９日）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準適用指

針第８号 平成17年12月９

日）を適用しております。 

従来の資本の部の合計に相

当する額は、230,152百万

円であります。 

なお、当中間会計期間にお

ける中間貸借対照表の純資

産の部については、中間財

務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しており

ます。 

────── 

  

  

当期より、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準

第５号 平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企

業会計基準適用指針第８号

平成17年12月９日）を適用

しております。 

従来の資本の部の合計に相

当する額は、234,216百万

円であります。 

なお、当期における貸借対

照表の純資産の部について

は、財務諸表等規則の改正

に伴い、改正後の財務諸表

等規則により作成しており

ます。 

役員賞与に関する会計基準 ────── ────── 当期より、「役員賞与に関

する会計基準」（企業会計

基準第４号 平成17年11月

29日）を適用しておりま

す。これによる営業利益、

経常利益および税引前当期

純利益へ与える影響は軽微

であります。 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間において流動資産の「その他」に含めて

表示しておりました「前払年金費用」は、一年内に前払

いが解消する見込みがないため、当中間会計期間より固

定資産の投資その他の資産に区分掲記することにいたし

ました。なお、前中間会計期間末の流動資産の「その

他」に含まれる「前払年金費用」は1,344百万円でありま

す。 

───────── 



追加情報 

項目 
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

固定資産の減価償却方法の

変更 

──────  当社は、法人税法の改正に 

 伴い、平成19年３月31日以 

 前に取得した資産について 

 は、改正前の法人税法に基 

 づく減価償却の方法の適用 

 により取得価額の５％に到 

 達した事業年度の翌事業年 

 度より、取得原価の５％相 

 当額と備忘価額との差額を 

 ５年間にわたり均等償却 

 し、減価償却費に含めて計 

 上しております。この変更 

 による損益に与える影響は 

 軽微であります。 

────── 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前事業年度末 
（平成19年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

52,082百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

53,606百万円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

53,323百万円 

なお、減価償却累計額には、

減損損失累計額が含まれてお

ります。 

なお、減価償却累計額には、

減損損失累計額754百万円が含

まれております。 

なお、減価償却累計額には、

減損損失累計額が含まれてお

ります。 

※２ 担保に供している資産 

担保に供している資産は下記

のとおりであります。 

裁判に係る供託金 

※２    ───── 

  

  

※２ 担保に供している資産 

裁判に係る供託金 

投資その他の

資産 

その他 

295百万円

投資その他の

資産 

その他 

295百万円

 

 ３ 偶発債務 

関係会社の金融機関等よりの

借入金等に対する保証債務 

 ３ 偶発債務 

関係会社の金融機関等よりの

借入金等に対する保証債務 

 ３ 偶発債務 

関係会社の金融機関よりの借

入金等に対する保証債務 

㈱エーピーアイ

コーポレーショ

ン 

898百万円

㈱バイファ 1,421百万円

㈱バイファ 854百万円 ㈱バイファ 1,138百万円

従業員の金融機関

よりの借入金（住

宅資金）に対する

保証債務 

275百万円

従業員の金融機関

よりの借入金（住

宅資金）に対する

保証債務 

231百万円

従業員の金融機関

よりの借入金（住

宅資金）に対する

保証債務 

252百万円

この他に関係会社の金融機関

からの借入金等に対し、経営

指導念書を差し入れておりま

す。 

この他に関係会社の金融機関

からの借入金等に対し、経営

指導念書を差し入れておりま

す。 

この他に関係会社の金融機関

からの借入金等に対し、経営

指導念書を差し入れておりま

す。 

三菱製薬（広

州）有限公司 

19百万円 

（1,000千 

RMB他)

三菱製薬（広

州）有限公司 

29百万円 

（1,000千 

RMB他)

三菱製薬（広

州）有限公司 

20百万円 

（1,000千 

RMB他)

 ※４    ─────  ※４ 裁判に係る供託金が738百万円 

   含まれております。 

   これはＨＣＶ感染被害損害賠償 

   請求訴訟に係る控訴手続きによ 

   るものであります。 

 ※４    ───── 

 



前中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前事業年度末 
（平成19年３月31日） 

 ５ ＨＣＶ（Ｃ型肝炎ウィルス）

感染被害損害賠償請求訴訟 

当社及び株式会社ベネシス

は、平成14年10月21日以降、

旧株式会社ミドリ十字が製造

販売したフィブリノゲン製剤

または非加熱第Ⅸ因子製剤を

使用したことによりＨＣＶ

（Ｃ型肝炎ウィルス）に感染

し、損害を受けたとする人々

より、国とともに損害賠償請

求訴訟の提起を受けておりま

す。 

平成18年９月30日現在、当社

及び株式会社ベネシスにかか

る原告は98名であり、国とと

もに支払うよう請求されてい

る損害賠償請求金額は5,973百

万円であります。なお、原告

は今後増加する可能性があり

ます。 

また、平成18年９月30日現

在、一部の地方裁判所よりで

ている判決の概要は次のとお

りであります。 

 ５    ―――――  ５    ――――― 

裁判所名 

損害賠償
請求額 
(百万円) 

原告数
（名） 

判決日 

請求認容
総額 
(百万円) 

対象原告数 
（名） 

対象となる被告 

大阪地方
裁判所 

759 13 平成18年６月21日 

136 5 
国、当社及び㈱
ベネシス 

119 4 
当社及び㈱ベネ
シス 

福岡地方
裁判所 

1,166 18 
平成18年８月30
日 

168 11 
国、当社及び㈱
ベネシス 

    

当社及び株式会社ベネシス

は、当社及び株式会社ベネシ

スの主張が認められていない

点があること、また他の地方

裁判所にて訴訟が係争中であ

ること等を総合的に勘案し、

さらに上級審において司法の

判断を仰ぎたいと考え、大阪

高等裁判所及び福岡高等裁判

所にそれぞれ控訴しておりま

す。 

    

 



前中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前事業年度末 
（平成19年３月31日） 

 ６ 手形割引高 

米国血漿事業売却による受取

手形割引高 

3,242百万円 

 ６    ─────  ６ 手形割引高 

米国血漿事業売却による受取

手形割引高 

3,246百万円 

※７ 中間期末日満期手形等の処理 

中間期末日満期手形及び確定

期日現金決済（手形と同条件

で手形期日に現金決済する方

式）の会計処理は手形交換日

等をもって決済処理しており

ます。 

金融機関の休日の影響によ

り、中間貸借対照表に含まれ

る満期手形等は次のとおりで

あります。 

※７ 中間期末日満期手形等の処理 

中間期末日満期手形及び確定

期日現金決済（手形と同条件

で手形期日に現金決済する方

式）の会計処理は手形交換日

等をもって決済処理しており

ます。 

金融機関の休日の影響によ

り、中間貸借対照表に含まれ

る満期手形等は次のとおりで

あります。 

※７ 期末日満期手形等の処理 

期末日満期手形及び確定期日

現金決済（手形と同条件で手

形期日に現金決済する方式）

の会計処理は手形交換日等を

もって決済処理しておりま

す。 

金融機関の休日の影響によ

り、貸借対照表に含まれる満

期手形等は次のとおりであり

ます。 

受取手形 50百万円

売掛金 411百万円

支払手形 137百万円

買掛金 846百万円

未払金 97百万円

受取手形 41百万円

売掛金 367百万円

支払手形 130百万円

買掛金 781百万円

未払金 59百万円

受取手形 69百万円

売掛金 412百万円

支払手形 144百万円

買掛金 825百万円

未払金 205百万円

※８ 「仮払消費税等」及び「預り

消費税等」は相殺のうえ流動

負債に「未払消費税等」とし

て表示しております。 

※８     同左 ※８    ――――― 

※９ コミットメントライン（融資

枠）契約 

当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引金融機関

５行とコミットメントライン

契約を締結しております。こ

の契約に基づく中間期末日の

借入未実行残高は次のとおり

であります。 

※９    ───── ※９ コミットメントライン（融資

枠）契約 

当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引金融機関

５行とコミットメントライン

契約を締結しております。こ

の契約に基づく当期末の借入

未実行残高は次のとおりであ

ります。 

コミットメント

ライン総額 
20,000百万円

借入実行残高 －百万円

差引 20,000百万円

  コミットメント

ライン総額 
20,000百万円

借入実行残高 －百万円

差引 20,000百万円

※10 米国子会社ウェルファイド・

インターナショナル・コーポ

レーションへの貸付金のうち

貸倒引当金と相殺している額 

20,345百万円 

※10 米国子会社ウェルファイド・

インターナショナル・コーポ

レーションへの貸付金のうち

貸倒引当金と相殺している額 

20,581百万円 

※10 米国子会社ウェルファイド・

インターナショナル・コーポ

レーションへの貸付金のうち

貸倒引当金と相殺している額 

20,459百万円 



（中間損益計算書関係） 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 該当事項はありません。 

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 該当事項はありません。 

次へ 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１ 営業外収益のうち重要なもの ※１ 営業外収益のうち重要なもの ※１ 営業外収益のうち重要なもの 

受取利息 187百万円

受取配当金 1,447百万円

受取利息 309百万円

受取配当金 2,274百万円

受取利息 438百万円

受取配当金 2,047百万円

※２ 営業外費用のうち重要なもの ※２ 営業外費用のうち重要なもの ※２ 営業外費用のうち重要なもの 

支払利息 8百万円

寄付金 242百万円

支払利息 19百万円

寄付金 205百万円

支払利息 28百万円

寄付金 492百万円

※３ 特別利益のうち重要なもの ※３ 特別利益のうち重要なもの ※３ 特別利益のうち重要なもの 

親会社株式 

売却益 
1,401百万円

投資有価証券 

売却益 
97百万円

親会社株式 

売却益 
1,401百万円

投資有価証券 

売却益 
1,356百万円

※４ 特別損失のうち重要なもの ※４ 特別損失のうち重要なもの ※４ 特別損失のうち重要なもの 

特別退職金 171百万円

    合併関連費用は、田辺製薬株 

    式会社との合併準備に伴い発 

    生したシステム統合費用、移 

    転費用等であります。 

合併関連費用 1,862百万円

特別退職金 856百万円

ＨＣＶ訴訟損失

引当金繰入額 
2,092百万円

特別退職金 300百万円

 ５ 減価償却実施額  ５ 減価償却実施額  ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 1,823百万円

無形固定資産 392百万円

有形固定資産 1,631百万円

無形固定資産 343百万円

有形固定資産 3,827百万円

無形固定資産 767百万円



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

中間期末
残高相当
額 
(百万円) 

機械及
び装置 

31 22 8 

工具器
具備品 

589 387 202 

その他 10 3 6 

合計 630 413 217 

  
取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額相
当額 
(百万円)

中間期末
残高相当
額 
(百万円)

機械及
び装置 

31 26 5

工具器
具備品 

129 88 41

その他 14 3 10

合計 175 118 57

取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円)

機械及
び装置 

31 24 6 

工具器
具備品 

474 340 133 

その他 13 5 8 

合計 519 370 148 

なお、取得価額相当額は、未

経過リース料中間期末残高が

有形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いため、

「支払利子込み法」により算

定しております。 

同左 なお、取得価額相当額は、未

経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、「支払利

子込み法」により算定してお

ります。 

② 未経過リース料中間期末残高

相当額 

② 未経過リース料中間期末残高

相当額 

② 未経過リース料期末残高相当

額 

１年以内 127百万円

１年超 89百万円

合計 217百万円

１年以内 30百万円

１年超 26百万円

合計 57百万円

１年以内 88百万円

１年超 60百万円

合計 148百万円

なお、未経過リース料中間期

末残高相当額は、未経過リー

ス料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占め

る割合が低いため、「支払利

子込み法」により算定してお

ります。 

同左 なお、未経過リース料期末残

高相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期

末残高等に占める割合が低い

ため、「支払利子込み法」に

より算定しております。 

③ 支払リース料及び減価償却費

相当額 

③ 支払リース料及び減価償却費

相当額 

③ 支払リース料及び減価償却費

相当額 

支払リース料 94百万円

減価償却費相

当額 
94百万円

支払リース料 56百万円

減価償却費相

当額 
56百万円

支払リース料 166百万円

減価償却費相

当額 
166百万円

④ 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法に

よっています。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２ オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年以内 5百万円

１年超 15百万円

合計 21百万円

１年以内 6百万円

１年超 16百万円

合計 23百万円

１年以内 7百万円

１年超 19百万円

合計 26百万円



（有価証券関係） 

前中間会計期間末（平成18年９月30日） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

当中間会計期間末（平成19年９月30日） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

前事業年度末（平成19年３月31日） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

（１株当たり情報） 

 中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

（重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

―――――― １．  当社は、平成19年10月１日を

もって、田辺製薬株式会社を存

続会社、当社を消滅会社とする

吸収合併により合併いたしまし

た。 

 当該合併は、「企業結合に係

る会計基準」（企業会計審議会 

平成15年10月31日） 三 企業結

合に係る会計基準 ２．取得の

会計処理 (6)個別財務諸表上の

会計処理 ③合併の規定により

逆取得に該当するため、個別財

務諸表上は持分プーリング法に

準じた処理方法を適用いたしま

す 

 当社は、平成19年４月27日開催の

取締役会における決議を経て、同

日、田辺製薬株式会社との間で合併

契約書を締結いたしました。当該合

併契約書につきましては、田辺製薬

株式会社では、平成19年６月26日開

催の第103回定時株主総会において、

当社では、平成19年６月22日の第６

回定時株主総会（書面決議）におい

て承認を得ております。 

  （持分プーリング法適用） 

(1) 結合当事企業の名称およびその

事業の内容、企業結合の目的、

企業結合日、企業結合の法的形

式ならびに結合後企業の名称 

 ① 結合当事企業の名称およびそ

の事業の内容 

結合企業の名称 

 田辺製薬株式会社 

事業の内容  

医療用医薬品・一般用医薬

品・診断薬・化成品等の製

造・販売 

（持分プーリング法適用） 

１ 結合当事企業の名称およびその

事業の内容、企業結合の目的、

企業結合日、企業結合の法的形

式ならびに結合後企業の名称 

(1）結合当事企業の名称およびそ

の事業の内容 

結合企業の名称 

 田辺製薬株式会社 

事業の内容  

医療用医薬品・一般用医薬

品・診断薬・化成品等の製

造・販売 

 



前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

   ② 企業結合の目的 

 医薬品産業は、高齢化社会の

到来による医療ニーズの増大と

生命科学に関する技術革新の進

展により、今後の日本経済の成

長を支える最重要産業であると

位置づけられております。一

方、医療財政の逼迫による医療

費抑制策の浸透により、グロー

バルな競争に劣後する製薬企業

は淘汰されていく恐れがあるも

のと見られております。 

 こうした錯綜する環境見通し

のなか、当社は、海外事業展開

の強化および三菱化学グループ

と連携をはかり、診断・検査技

術との融合による個別化医療に

貢献する特色ある企業集団の構

築を、田辺製薬株式会社は、自

社オリジナル品の研究開発の促

進および医療ニーズに対応した

事業機会・成長機会への挑戦

を、それぞれ基本戦略として掲

げ推進しております。 

 当社と田辺製薬株式会社は、

創薬力の更なる強化と海外事業

展開の加速化をはかるととも

に、今後の医療の変化に積極的

に対応して事業機会を追求する

という共通の目標を有しており

ます。 

 その実現のためには、事業規

模の拡大と経営基盤の強化によ

り、国内トップクラスの製薬企

業へのステップアップが不可欠

であるとの認識で一致し、今

般、両社は、グローバル新薬の

創製と新たな事業機会への挑戦

に向けて、合併契約書を締結い

たしました。 

(2）企業結合の目的 

 医薬品産業は、高齢化社会の

到来による医療ニーズの増大と

生命科学に関する技術革新の進

展により、今後の日本経済の成

長を支える最重要産業であると

位置づけられております。一

方、医療財政の逼迫による医療

費抑制策の浸透により、グロー

バルな競争に劣後する製薬企業

は淘汰されていく恐れがあるも

のと見られております。 

 こうした錯綜する環境見通し

のなか、当社は、海外事業展開

の強化および三菱化学グループ

と連携をはかり、診断・検査技

術との融合による個別化医療に

貢献する特色ある企業集団の構

築を、田辺製薬株式会社は、自

社オリジナル品の研究開発の促

進および医療ニーズに対応した

事業機会・成長機会への挑戦

を、それぞれ基本戦略として掲

げ推進しております。 

 当社と田辺製薬株式会社は、

創薬力の更なる強化と海外事業

展開の加速化をはかるととも

に、今後の医療の変化に積極的

に対応して事業機会を追求する

という共通の目標を有しており

ます。 

 その実現のためには、事業規

模の拡大と経営基盤の強化によ

り、国内トップクラスの製薬企

業へのステップアップが不可欠

であるとの認識で一致し、今

般、両社は、グローバル新薬の

創製と新たな事業機会への挑戦

に向けて、合併契約書を締結い

たしました。 

   ③ 企業結合日 

平成19年10月１日 

(3）企業結合日 

平成19年10月１日 

 



前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

   ④ 企業結合の法的形式 

 田辺製薬株式会社を存続会社

とし、当社を消滅会社として、

吸収合併により合併いたしまし

た。 

(4）企業結合の法的形式 

 田辺製薬株式会社を存続会社

とし、当社を消滅会社として、

吸収合併により合併いたしま

す。 

   ⑤ 結合後企業の名称 

田辺三菱製薬株式会社 

(英文名 Mitsubishi  

Tanabe Pharma Corporation) 

(5）結合後企業の名称 

田辺三菱製薬株式会社 

(英文名 Mitsubishi  

Tanabe Pharma Corporation) 

  (2) 合併比率およびその算定方法、

交付株式数、企業結合後の議決

権比率ならびに当該企業結合を

持分の結合と判定した理由 

 ① 合併比率 

田辺製薬株式会社１：当社 

0.69 

２ 合併比率およびその算定方法、

交付予定の株式数、企業結合後

の議決権比率ならびに当該企業

結合を持分の結合と判定した理

由 

(1）合併比率 

田辺製薬株式会社１：当社 

0.69 

 



前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

   ② 合併比率の算定方法 

 当社および田辺製薬株式会社

は、本合併に用いられる合併比

率の算定にあたって公平性を期

すため、当社は野村證券株式会

社（以下、「野村證券」）を、

田辺製薬株式会社はメリルリン

チ日本証券株式会社（以下、

「メリルリンチ」）をファイナ

ンシャル・アドバイザーとして

任命しそれぞれ合併比率の算定

を依頼いたしました。 

 野村證券は、当社については

類似会社比較分析、ＤＣＦ（デ

ィスカウンテッド・キャッシュ

フロー）分析等を、田辺製薬株

式会社については市場株価分

析、類似会社比較分析、ＤＣＦ

分析等を行っております。メリ

ルリンチは、本合併の諸条件等

を分析した上で、ＤＣＦ法、類

似企業比較分析、類似取引比較

分析、市場株価平均法分析、利

益貢献度分析、過去の統合事例

分析、希薄化増大化分析などを

総合的に勘案して意見表明を行

っております。 

 当社は、野村證券による合併

比率の算定結果を参考に、田辺

製薬株式会社は、メリルリンチ

による合併比率の算定結果を参

考に、またそれぞれ両社の財務

状況や財務予測、両社の株価動

向等の要因を勘案し、両社で協

議を重ねた結果、最終的に上記

合併比率が妥当であるとの判断

に至り合意いたしました。 

(2）合併比率の算定方法 

 当社および田辺製薬株式会社

は、本合併に用いられる合併比

率の算定にあたって公平性を期

すため、当社は野村證券株式会

社（以下、「野村證券」）を、

田辺製薬株式会社はメリルリン

チ日本証券株式会社（以下、

「メリルリンチ」）をファイナ

ンシャル・アドバイザーとして

任命しそれぞれ合併比率の算定

を依頼いたしました。 

 野村證券は、当社については

類似会社比較分析、ＤＣＦ（デ

ィスカウンテッド・キャッシュ

フロー）分析等を、田辺製薬株

式会社については市場株価分

析、類似会社比較分析、ＤＣＦ

分析等を行っております。メリ

ルリンチは、本合併の諸条件等

を分析した上で、ＤＣＦ法、類

似企業比較分析、類似取引比較

分析、市場株価平均法分析、利

益貢献度分析、過去の統合事例

分析、希薄化増大化分析などを

総合的に勘案して意見表明を行

っております。 

 当社は、野村證券による合併

比率の算定結果を参考に、田辺

製薬株式会社は、メリルリンチ

による合併比率の算定結果を参

考に、またそれぞれ両社の財務

状況や財務予測、両社の株価動

向等の要因を勘案し、両社で協

議を重ねた結果、最終的に上記

合併比率が妥当であるとの判断

に至り合意いたしました。 

   ③ 交付株式数 

普通株式 316,320,069株 

 田辺製薬株式会社は、このう

ち22,500,000株については、同

社の保有する自己株式を充当

し、293,820,069株を新規に発行

いたしました。 

(3）交付予定の株式数 

普通株式 316,320,069株 

 田辺製薬株式会社は、このう

ち22,500,000株については、同

社の保有する自己株式を充当

し、293,820,069株を新規に発行

いたします。 

   ④ 企業結合後の議決権比率 

56.4％ 

(4）企業結合後の議決権比率 

56.4％ 

     
 



前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

   ⑤ 当該企業結合を持分の結合と

判定した理由  

「企業結合に係る会計基準」

（企業会計審議会 平成15年10

月31日） 三 企業結合に係る

会計基準 ２．取得の会計処理

(6）個別財務諸表上の会計処理

③ 合併の規定により逆取得に

該当するため、個別財務諸表上

は持分プーリング法に準じた処

理方法を適用いたします。 

 (5）当該企業結合を持分の結合と

判定した理由 

 「企業結合に係る会計基準」

（企業会計審議会 平成15年10

月31日） 三 企業結合に係る

会計基準 ２．取得の会計処理

(6）個別財務諸表上の会計処理

③ 合併の規定により逆取得に

該当するため、個別財務諸表上

は持分プーリング法に準じた処

理方法を適用いたします。 

  (3) 結合企業へ引継いだ資産、負債

および純資産の内訳 

流動資産     187,086百万円 

固定資産     111,285百万円 

流動負債       52,446百万円 

固定負債        7,766百万円 

資本金           5,738百万円 

資本剰余金      95,796百万円 

利益剰余金     132,435百万円 

評価・換算差額等 4,188百万円 

  

 なお、合併会社は株式会社三菱

ケミカルホールディングスの連結

子会社であります。 

  

  

  

 なお、合併会社は株式会社三菱

ケミカルホールディングスの連結

子会社となる予定であります。 

   ２． 「第５ 経理の状況 １ 中間

連結財務諸表等 注記事項（重

要な後発事象）」に記載してお

ります。 

  

  

  



(2）【その他】 

① 訴訟事件等 

 「１ 中間連結財務諸表等」の「(2）その他」に記載しております。 

② 中間配当 

 該当事項はありません。 



第６【提出会社の参考情報】 

 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  
有価証券報告書 

及びその添付書類 

事業年度 

（第６期） 

自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日 
  

平成19年６月26日 

近畿財務局長に提出 

  
有価証券報告書の 

訂正報告書 

事業年度 

（第６期） 

自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日 
  

平成19年12月７日 

近畿財務局長に提出 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

 該当事項はありません。 



  独立監査人の中間監査報告書  

   

  平成18年12月19日

三菱ウェルファーマ株式会社  

  取締役会 御中  

  新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 西田 隆行  ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 小川 佳男  ㊞ 

         

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている三菱ウ

ェルファーマ株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年４月

１日から平成18年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間

連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、三菱ウェルファーマ株式会社及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する

有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 



  独立監査人の中間監査報告書  

   

  平成19年12月18日

田辺三菱製薬株式会社  

  取締役会 御中  

  新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 西田 隆行  ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 小川 佳男  ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 梅原  隆   ㊞ 

         

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる田辺三菱製薬株式会社（旧三菱ウェルファーマ株式会社）の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計

年度の中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結

貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間

監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表

に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、田辺三菱製薬株式会社（旧三菱ウェルファーマ株式会社）及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財政状

態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

重要な後発事象に以下の事項が記載されている。 

 １．会社は、平成19年10月１日に田辺製薬株式会社と合併した。 

２．会社及び連結子会社の株式会社ベネシスは、ＨＣＶ（Ｃ型肝炎ウィルス）感染被害損害賠償請求訴訟に関して、大

阪高等裁判所から、平成19年11月７日に和解勧告が出され、同12月13日に和解骨子案が提示されている。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 



  独立監査人の中間監査報告書  

   

  平成18年12月19日

三菱ウェルファーマ株式会社  

  取締役会 御中  

  新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 西田 隆行  ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 小川 佳男  ㊞ 

         

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている三菱ウ

ェルファーマ株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第６期事業年度の中間会計期間（平成18年４月１

日から平成18年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変

動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から

中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、三菱ウェルファーマ株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年

４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 



  独立監査人の中間監査報告書  

   

  平成19年12月18日

田辺三菱製薬株式会社  

  取締役会 御中  

  新日本監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 西田 隆行  ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 小川 佳男  ㊞ 

 
指定社員 

業務執行社員
  公認会計士 梅原  隆   ㊞ 

         

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる田辺三菱製薬株式会社（旧三菱ウェルファーマ株式会社）の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第７期事

業年度の中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照

表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者に

あり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な

基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、田辺三菱製薬株式会社（旧三菱ウェルファーマ株式会社）の平成19年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了

する中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと

認める。 

追記情報 

重要な後発事象に以下の事項が記載されている。 

１．会社は、平成19年10月１日に田辺製薬株式会社と合併した。 

２．会社は、ＨＣＶ（Ｃ型肝炎ウィルス）感染被害損害賠償請求訴訟に関して、大阪高等裁判所から、平成19年11月７

日に和解勧告が出され、同12月13日に和解骨子案が提示されている。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 ※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会

社）が別途保管しております。 
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